
付議案第 16号 

  福岡市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則案 

上記の付議案を提出する。 

  令和３年３月 17日 

福岡市教育委員会 

教育長 星子 明夫 

理由 

 本件は，令和３年度教育委員会組織編成等に伴い，福岡市教育委員会事務局組織規則等の一

部を改正する必要があるため，福岡市教育委員会事務委任規則第２条第１項第２号の規定によ

り付議するものである。 

  福岡市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則 

 （福岡市教育委員会事務局組織規則の一部改正） 

第１条 福岡市教育委員会事務局組織規則（昭和 47年福岡市教育委員会規則第３号）の一部を

次のように改正する。 

第２条中 

「 ICT活用推進係 

通学区域課 

通学区域第１係 

通学区域第２係 

労務・給与課 

給与係 

労務係 

職員課 

人事係 

安全衛生係 

服務指導課 

服務指導係 

教職員第１課 

教職員第１係 

教職員第２係 

教職員第２課 

人権・同和教育課 

を 

「 学務支援課

学務支援係

学校経理係

放課後こども育成課

遊び場づくり係

放課後児童育成係

指導係

人権・同和教育課

企画推進係

職員部

職員課

人事係

安全衛生係

服務指導課

服務指導係

労務・給与課

給与係

に， 
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企画推進係   」 労務係 
教職員第１課 
教職員第１係 
教職員第２係 

教職員第２課    」 
 

 

「用地計画課 

用地管理係 

用地計画第１係 

用地計画第２係 」 

 

 

 

を 

「用地・建替計画課 
建替計画係 
用地管理係 
用地計画係 

通学区域課 
通学区域第１係 
通学区域第２係 」 

 

 

 

に， 

 

「 学事係 

 学務支援課 

  学務支援係 

  学校経理係   」 

 

 

を 

 
「 学事係 

PTA・家庭教育支援係 」 

 

 

に， 

 

「 運営係  」 を 

 

「 運営第１係   に改め， 
運営第２係 」  

 

「 PTA活動支援係 

  家庭教育支援係」 

 

 

 

 

 

「学校指導課 

学校指導第１係 

学校指導第２係 

学校指導第３係 」 

 

を 

 

 

 

 

 

 

 

を 

 
削り， 
「学校企画課 

学校企画第１係 
学校企画第２係 

小学校教育課 
小学校教育第１係 
小学校教育第２係 

 中学校教育課 
  中学校教育第１係 
  中学校教育第２係 
 高校教育課 
  高校教育係 
 安全・安心推進課 
  学校対応支援係 
 教育ICT推進課 
  環境整備係 
  企画係 

コンテンツ係   」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に改める。 

 第３条第１項総務部（総務課，教育政策課及び人権・同和教育課を除く。）の分掌事務を削り，

同項教育政策課の分掌事務中第４号及び第５号を削り，同項同課の分掌事務の次に次のように

加える。 

学務支援課 

 (1)  当該課及び指導部の予算及び決算に関すること。 

 (2)  当該課及び指導部(教育ICT推進課及び教育相談課を除く。)の経理事務に関すること。 

 (3) 教材教具等の取得及び整備に関すること。 

 (4) 学校体育設備等の整備に関すること。 

 (5) 学校体育団体等との連絡に関すること。 

 (6) 学校(高等学校を除く。)の会計事務に係る共同学校事務室との連絡調整に関すること。 
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  放課後こども育成課 

(1) 放課後等の遊び場づくりに関すること。

(2) 留守家庭子ども会事業に関すること。

第３条第１項人権・同和教育課の分掌事務の次に次のように加える。 

職員部 

  職員課 

(1) 職員（福岡市立学校職員の給与に関する条例（昭和29年福岡市条例第12号）の適用を

受ける職員（高等学校の事務職員を除く。以下「教職員」という。）を除く。）の人事

及び研修に関すること。

(2) 組織及び事務分掌に関すること。

(3) 福岡市教職員身体検査審査会に関すること。

(4) 職員の衛生管理及び安全管理に関すること。

(5) 職員の公務災害補償等に関すること。

(6) 職員の福利厚生に関すること。

(7) 福岡市教職員互助会との連絡に関すること。

服務指導課

(1) 職員の分限，服務及び懲戒に関すること。

(2) 職員の損害賠償に関すること。

労務・給与課

(1) 職員の給与の運用に関すること。

(2) 職員団体及び職員の労働組合との連絡に関すること。

(3) 職員の給与，勤務時間その他の勤務条件の基準に関すること。

教職員第１課

(1) 学級編制及び教職員の定数（高等学校を除く。）に関すること。

(2) 教育職員免許状の申請手続に関すること。

(3) 事務職員（高等学校の事務職員を除く。）の人事企画及び研修に関すること。

(4) 教職員（高等学校の教職員を除く。）の任免に関すること。

教職員第２課

(1) 教職員の人事に関すること。

(2) 高等学校の教職員の任免に関すること。

第３条第１項施設課の分掌事務第１号中「整備計画」の次に「（建替計画に係るものを除く。）」 

を加え，同項中「用地計画課」を「用地・建替計画課」に改め，同項用地計画課の分掌事務に

次の１号を加える。 

(2) 学校施設(他の課の所管に属するものを除く。)及びその他教育施設等(市民センター，

公民館，空港周辺共同利用会館，美術館，アジア美術館，博物館及び埋蔵文化財センター

に係るものを除く。)の建替計画等に関すること。

第３条第１項用地・建替計画課の分掌事務の次に次のように加える。 

通学区域課 

(1) 学校の設置及び廃止に関すること。

(2) 学校の適正配置計画に関すること。

(3) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(4) 福岡市立学校通学区域審議会に関すること。

第３条第１項教育支援課の分掌事務第１号中「学校教育に係る総合調整」を「当該部及び指

導部内の連絡調整」に改め，同項同課の分掌事務第３号中「学校指導課」を削り，同項同課の

分掌事務第13号を第16号とし，第12号の次に次の３号を加える。 

(13) PTA活動の支援に関すること。

(14) 家庭教育の支援に関すること。
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(15) 雁の巣児童体育館に関すること。 

第３条第１項中 

「 学務支援課 

 (1) 当該部及び指導部の予算及び決算に関すること。 

 (2) 当該課及び指導部（教育相談課を除く。）の経理事務に関すること。 

 (3) 教材教具等の取得及び整備に関すること。                を削り， 

 (4) 学校体育設備等の整備に関すること。 

 (5) 学校体育団体との連絡に関すること。 

 (6) 学校（高等学校を除く。）の会計事務に係る共同学校事務室との連絡調整 

   に関すること。                           」                       

同項中生涯学習課の分掌事務を次のように改める。 

(1) 社会教育（他の課の主管に属するものを除く。）に関する専門的技術的な助言及び指導

に関すること。 

(2) 市民センター及び公民館との連絡に関すること。 

第３条第１項学校指導課の分掌事務を削り，同項同課の分掌事務の次に次のように加える。 

学校企画課 

(1) 学校教育に係る政策の企画及び調整に関すること。 

(2) 保幼小中連携の推進に関すること。 

小学校教育課 

(1) 小学校の教育の計画及び指導に関すること。 

(2) 小学校の学校教育に係る教科内容及びその取扱いに関すること。 

(3) 小学校の学校教育に係る教科用図書の採択及び教材の取扱いに関すること。 

(4) 小学校の生徒指導に関すること。 

中学校教育課 

(1)  中学校の教育の計画及び指導に関すること。 

(2) 中学校の学校教育に係る教科内容及びその取扱いに関すること。 

(3) 中学校の学校教育に係る教科用図書の採択及び教材の取扱いに関すること。 

(4) 中学校の生徒指導に関すること。 

高校教育課 

(1) 高等学校の教育の計画及び指導に関すること。 

(2) 高等学校の学校教育に係る教科内容及びその取扱いに関すること。 

(3) 高等学校の学校教育に係る教科用図書の採択及び教材の取扱いに関すること。 

(4) 高等学校の生徒指導に関すること。  

(5)  高等学校の入試に関すること。 

安全・安心推進課 

(1) 児童及び生徒の安全及び事故に関すること。 

(2) 学校の重大事案及び裁判に関すること。 

教育ICT推進課 

(1)  ICT教育の企画・推進に関すること。 

(2) 学校におけるICTの環境整備に関すること。 

(3) 学校におけるICTの活用に関すること。 

(4) 教育用デジタルコンテンツの活用推進に関すること。 

第３条第１項教育相談課の分掌事務に次の１号を加える。 

(4) 不登校の保護者支援に関すること。 

 第４条の２第１項中「部」を「課」に，「課長（課に置かれる課長を除く。），係長」を「係長」

に，「課長，係長」を「係長」に改め，同条第２項中「部」を「課」に改め，「課長又は」を削

り，同条第３項中「課長又は」を削り，同条第４項中「部の部長」を「課の課長」に，「当該部」
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を「当該課」に，「課長，係長」を「係長」に改め，同条第５項中「課長及び」を削り，「部の

部長」を「課の課長」に改め，同条第６項中「課長及び」を削り，「部」を「課」に改める。 

第５条の２第１項中「特命担当の部長，特命担当」を「特命担当」に改める。 

 別表第２及び別表第３を次のように改める。 

別表第２ 

所属 係長

職名 数

総務部 教育政策課 教育政策係長 3 

別表第３ 

１ 特命担当の課長 

所属 特命事項 人数 

教育環境部 空調設備整備 1 

教育支援部 学校等感染症対策 1 

２ 主査 

所属 特命事項 人数 

総務部 学務支援課 学校事務調整 1 

職員部 職員課 庶務事務システム構築 1 

労務・給与課 学校の働き方改革推進等 1 

教育環境部 空調設備整備 2 

施設課 事業推進 1 

教育支援部 学校等感染症対策 1 

指導部 学校企画課 保幼小中連携 1 

安全・安心推進課 学校安全・安心推進 1 

（福岡市教育センター条例施行規則の一部改正） 

第２条 福岡市教育センター条例施行規則（昭和 32年福岡市教育委員会規則第８号）の一部を

次のように改正する。 

第２条中 

「管理課 

管理係 
を 

「人材育成課 

管理係 

研修企画係 

研究支援係 」 

に改める。 
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教育ＩＣＴ係」 

第３条を次のように改める。 

（事務分掌） 

第３条 課の事務分掌は，次のとおりとする。 

人材育成課 

(1) センター内の連絡調整に関すること。

(2) センターの施設設備の維持管理に関すること。

(3) 研修の企画及び実施に関すること。

(4) 調査研究の実施，学校における研究の支援に関すること。

(5) 教育情報の収集及び提供に関すること。

(6) 学校その他の教育機関との連絡に関すること。

第５条を削る。 

第６条第１項中「第４条」を「前条」に改め，同条を第５条とし，第７条を第６条とする。 

第８条第１項ただし書及び第２項ただし書を削り，同条を第７条とし，第９条から第12条ま

でを１条ずつ繰り上げる。 

別表を削る。 

（福岡市総合図書館条例施行規則の一部改正） 

第３条 福岡市総合図書館条例施行規則（平成８年福岡市教育委員会規則第５号）の一部を次

のように改正する。 

第３条第１項第５号を次のように改める。 

(5) 本市を含めたアジアに関する文化的芸術的価値を有する映画フィルムその他の映像，

音声等を記録した媒体（以下「映画フィルム等」という。）及び映画フィルム等に係る映

画ポスター等の映像関係資料（以下「映像資料」と総称する。）の収集，整理，保存及び

活用に関すること。 

第４条第１項中「及び事業管理部長」を削り，同条第４項中「，事業管理部長」を削り，

同条中第６項を削り，第７項を第６項とし，第８項を第７項とし，第９項を第８項とする。 

第５条第１項中「事業管理部長」を「課長」に改め，同条第２項を削り，同条第３項ただ

し書中「事業管理部長」を「館長」に改め，同項を同条第２項とし，同条第４項中「前３項」

を「前２項」に，「館長，事業管理部長」を「館長」に改め，「，事業管理部長の職務権限は
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館長が」を削り，「事業管理部長が」を「館長が」に改め，同項を同条第３項とし，同条第５

項を同条第４項とする。 

第６条第２項ただし書及び第７条中「東図書館」の次に「及び早良南図書館」を加える。 

第24条第１項中「図書資料等」の次に「（映像資料を除く。以下この条から第28条まで及び

第30条において同じ。）」を加える。 

第27条第２号を削り，同条第３号を同条第２号とし，同条第４号中「前３号」を「前２号」

に改め，「及び映像資料」を削り，同号を同条第３号とし，同条第５号中「前各号」を「前３

号」に改め，同号を同条第４号とする。 

第28条第１項第１号中「電子書籍」の次に「，ビデオテープ，コンパクトディスク，デジ

タルバーサタイルディスク及びカセットブック」を加え，同項第３号及び第４号中「映像資

料（」及び「に限る。）」を削る。 

第42条の表中「図書資料等（」の次に「映像資料及び」を加える。 

別記様式第３号及び様式第６号中「印」を削る。 

  別記様式第７号中「代表者        印」を「代表者」に改める。 

  別記様式第８号中「印」を削る。 

（福岡市教育委員会公印規則の一部改正） 

第４条 福岡市教育委員会公印規則（昭和 34年福岡市教育委員会規則第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第６条見出し中「押なつ」を「押印」に改め，同条第１項中「押なつする」を「押印する」

に，「押なつを」を「押印を」に改め，同条第２項中「（文書管理システム用）」を削る。 

第７条第１項及び第７条の２第１項中「押なつ」を「押印」に改める。 

別表第１福岡市教育センター所長印の項中「管理課長」を「人材育成課長」に改め，同表

福岡市美術館長印の項及び福岡アジア美術館長印の項中「運営部」を削り，同表福岡市博物

館長印の項中「事業管理部」を削る。 

別表第２○○市民センター専用福岡市教育委員会教育長印の項中「当該市民センター館長」

を「当該市民センター館長。ただし，南市民センターは市民局コミュニティ推進部生涯学習

課長」に改め，同表福岡市美術館専用福岡市教育委員会教育長印の項及び福岡アジア美術館

専用福岡市教育委員会教育長印の項中「運営部」を削り，同表福岡市博物館専用福岡市教育

委員会教育長印の項中「事業管理部」を削り，同表人事事務専用福岡市教育委員会教育長印
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の項中「総務部労務・給与課及び職員課」を「職員部職員課及び労務・給与課」に改める。 

別記様式第１号を次のように改める。 

様式第１号 

別記様式第１号の２の表取扱者印の欄を削る。 

（福岡市教育委員会職員人事異動取扱規則の一部改正） 

第５条 福岡市教育委員会職員人事異動取扱規則（平成 15年福岡市教育委員会規則第２号）の

一部を次のように改正する。 

第３条第１項及び第２項中「総務部」を「職員部」に改める。 

（福岡市立学校職員の人事評価に関する規則の一部改正） 

第６条 福岡市立学校職員の人事評価に関する規則（平成 18年福岡市教育委員会規則第８号）

の一部を次のように改正する。 

第６条第２項の表副校長及び教頭の項中「総務部長」を「職員部長」に改める。 

（定数外職員の身分取扱に関する規則の一部改正） 

第７条 定数外職員の身分取扱に関する規則（昭和 30年福岡市教育委員会規則第５号）の一部

を次のように改正する。 

第３条の表第５条の部総務企画局人事部労務課長の項中「総務部」を「職員部」に改める。 

（福岡市教科用図書調査研究委員会規則の一部改正） 

第８条 福岡市教科用図書調査研究委員会規則（平成13年福岡市教育委員会規則第５号）の一

部を次のように改正する。 

第８条中「学校指導課」を削る。 

公 印 使 用 簿 

文書番号 件名 
受信者 公印種別 

公印押印日 
主管課 通数 
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（福岡市立学校通学区域審議会の組織等に関する規則の一部改正） 

第９条 福岡市立学校通学区域審議会の組織等に関する規則（昭和 31年福岡市教育委員会規則

第３号）の一部を次のように改正する。 

第７条中「総務部」を「教育環境部」に改める。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の福岡市教育委員会公印規則（以下「改正前の規則」という。）別記

様式第１号の規定により作成された様式は，この規則による改正後の福岡市教育委員会公印

規則別記様式第１号の規定により作成された様式とみなして，当分の間，なお使用すること

ができる。 

３ 改正前の規則別記様式第１号の２の規定により作成された様式は，当分の間，なお所要の

調整をして使用することができる。 

9



組
織
編
成
等
に
伴
う
規
則
改
正
に
係
る
新
旧
対
照
表

 

旧
 

新
 

○
福

岡
市

教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則

○
福

岡
市

教
育

委
員
会
事
務
局
組
織
規
則

第
１

条
 
（

略
）
 

第
１

条
 
（

略
）
 

（
組

織
）
 

（
組

織
）
 

第
２

条
 
（

略
）
 

総
務

部
 

総
務

課
 

総
務

係
 

財
務

係
 

教
育

政
策
課
 

教
育

政
策
係
 

I
C
T
活

用
推
進
係
 

通
学

区
域
課
 

通
学

区
域
第
１
係
 

通
学

区
域
第
２
係
 

労
務

・
給
与

課
 

給
与

係
 

労
務

係
 

職
員

課
 

人
事

係
 

安
全

衛
生
係
 

服
務

指
導
課
 

服
務

指
導
係
 

教
職

員
第
１

課
 

教
職

員
第
１
係
 

教
職

員
第
２
係
 

教
職

員
第
２

課
 

人
権

・
同
和
教
育
課
 

企
画

推
進
係
 

教
育

環
境
部
 

教
育

環
境
課
 

第
２

条
 
（

略
）

総
務

部

総
務

課

総
務

係

財
務

係

教
育

政
策
課

教
育

政
策
係

学
務

支
援
課

学
務

支
援
係

学
校

経
理
係

 
 

放
課
後

こ
ど
も

育
成
課

遊
び

場
づ
く
り
係

放
課

後
児
童
育
成
係

指
導
係

人
権

・
同
和

教
育
課

企
画

推
進
係

職
員

部

職
員

課

人
事

係

安
全

衛
生
係

服
務

指
導
課

服
務

指
導
係

労
務

・
給
与

課

給
与

係

労
務

係

教
職

員
第
１

課

教
職

員
第
１
係
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旧
 

新
 

管
理

係
 

資
金

計
画
係
 

施
設

課
 

計
画

係
 

整
備

第
１
係
 

整
備

第
２
係
 

設
備

係
 

用
地

計
画
課
 

用
地

管
理
係
 

用
地

計
画
第
１
係
 

用
地

計
画
第
２
係
 

教
育

支
援
部
 

教
育

支
援
課
 

教
育

支
援
係
 

学
事

係
 

学
務

支
援
課
 

学
務

支
援
係
 

学
校

経
理
係
 

健
康

教
育
課
 

保
健

係
 

収
納

係
 

給
食

運
営
課
 

運
営

係
 

栄
養

係
 

生
涯

学
習
課
 

生
涯

学
習
係
 

P
T
A
活

動
支
援
係
 

家
庭

教
育
支
援
係
 

指
導

部
 

学
校

指
導
課
 

学
校

指
導
第
１
係
 

学
校

指
導
第
２
係
 

学
校

指
導
第
３
係
 

教
職

員
第
２
係

教
職

員
第
２

課

教
育

環
境
部

教
育

環
境
課

管
理

係

資
金

計
画
係

施
設

課

計
画

係

整
備

第
１
係

整
備

第
２
係

設
備

係

用
地

・
建
替

計
画
課

建
替

計
画
係

用
地

管
理
係

用
地

計
画
係

通
学

区
域
課

通
学

区
域
第
１
係

通
学

区
域
第
２
係

教
育

支
援
部

教
育

支
援
課

教
育

支
援
係

学
事

係

PT
A・

家
庭
教
育
支
援
係

 
健

康
教

育
課

保
健

係

収
納

係

給
食

運
営
課

運
営

第
１
係

運
営

第
２
係

栄
養

係

生
涯

学
習
課

生
涯

学
習
係

指
導

部
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旧
 

新
 

教
育

相
談
課
 

推
進

係
 

相
談

係
 

 
学

校
企
画

課
 

 
 

学
校
企

画
第
１
係

 
 

 
学

校
企

画
第
２
係

 
小

学
校

教
育

課
 

小
学

校
教
育
第
１
係

 
小

学
校

教
育
第
２
係

 
 

 
中

学
校

教
育
課

 
 

 
 

中
学

校
教
育

第
１
係

 
 

 
 

中
学

校
教
育

第
２
係

 
 

 
高

校
教

育
課

 
 

 
 

高
校
教
育
係

 
 

 
安

全
・

安
心
推

進
課

 
 

 
 

学
校

対
応
支

援
係

 
 

 
教

育
IC

T推
進
課

 
 

 
 

環
境
整
備
係

 
 

 
 

企
画
係

 
 

 
 

コ
ン

テ
ン
ツ

係
 

教
育

相
談
課

 
推

進
係

 
相

談
係
 

第
３

条
 
（

略
）
 

第
３

条
 
（

略
）
 

総
務

課
 
（

略
）
 

教
育

政
策
課
 

(
1
)
 

教
育
行

政
の
総
合
企
画
並
び
に
重
要
施
策

の
企
画
及

び
調

整
に

関
す
る

こ

と
。
 

(
2
)
 

教
育
に

係
る
調
査
及
び
統
計
に
関
す
る
こ

と
。
 

(
3
)
 

教
育
に

係
る
広
報
及
び
教
育
行
政
に
関
す

る
相
談
に

関
す

る
こ

と
。
 

(
4
)
 

情
報
通

信
技
術
の
活
用
推
進
に
係
る
総
合

的
な
企
画

及
び

調
整

に
関
す

る
こ

と
。
 

(
5
)
 

校
務
情

報
化
に
関
す
る
こ
と
。
 

通
学

区
域
課
 

(
1
)
 

学
校
の

設
置
及
び
廃
止
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
2
)
 

学
校
の

適
正
配
置
計
画
に
関
す
る
こ
と
。
 

総
務

課
 
（

略
）
 

教
育

政
策
課
 

(
1
)
 

教
育
行

政
の
総
合
企
画
並
び
に
重
要
施
策
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ

と
。
 

(
2
)
 

教
育
に

係
る
調
査
及
び
統
計
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
3
)
 

教
育
に

係
る
広
報
及
び
教
育
行
政
に
関
す
る
相
談
に
関
す
る
こ
と
。
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旧
 

新
 

(
3
)
 

通
学
区

域
の
設
定
及
び
変
更
に
関
す
る
こ

と
。
 

(
4
)
 

福
岡
市

立
学
校
通
学
区
域
審
議
会
に
関
す

る
こ
と
。

 

                         

労
務

・
給
与
課
 

(
1
)
 

職
員
の

給
与
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
2
)
 

職
員
団

体
及
び
職
員
の
労
働
組
合
と
の
連

絡
に
関
す

る
こ

と
。
 

(
3
)
 

職
員
の

給
与
，
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務

条
件
の
基

準
に

関
す

る
こ
と

。
 

職
員

課
 

(
1
)
 

職
員
（

福
岡
市
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例

（
昭

和
29
年

福
岡

市
条

   

学
務

支
援
課
 

(
1
)
 

当
該
課

及
び
指
導
部
の
予
算
及
び
決
算
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
2
)
 

当
該
課

及
び
指
導
部
(教

育
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
課
及
び
教
育
相
談
課
を
除
く
。
)
の

経
理

事
務
に

関
す
る
こ
と
。
 

(
3
)
 

教
材
教

具
等
の
取
得
及
び
整
備
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
4
)
 

学
校
体

育
設
備
等
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
5
)
 

学
校
体

育
団
体
等
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
6
)
 

学
校
(
高

等
学
校
を
除
く
。
)
の
会
計
事
務
に
係
る
共
同
学
校
事
務
室
と
の
連

絡
調

整
に
関

す
る
こ
と
。
 

 
 

放
課
後

こ
ど
も

育
成
課
 

(
1
)
 

放
課
後

等
の
遊
び
場
づ
く
り
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
2
)
 

留
守
家

庭
子
ど
も
会
事
業
に
関
す
る
こ
と
。
 

人
権

・
同
和

教
育
課
 

(
1
)
 

人
権
・

同
和
教
育
の
総
合
的
企
画
，
調
査
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
2
)
 

人
権
・

同
和
教
育
事
業
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と

。
 

(
3
)
 

地
域
改

善
対
策
奨
学
金
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
4
)
 

関
係
機

関
及
び
団
体
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。
 

職
員

部
 

職
員

課
 

(
1
)
 

職
員
（

福
岡
市
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
29
年
福
岡
市
条

例
第

1
2
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
高
等
学
校
の
事
務
職
員
を
除
く
。
以
下
「
教

職
員

」
と
い

う
。
）
を
除
く
。
）
の
人
事
及
び
研
修
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(
2
)
 

組
織

及
び
事

務
分
掌
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
3
)
 

福
岡
市

教
職
員
身
体
検
査
審
査
会
に
関
す
る
こ
と
。

 

(
4
)
 

職
員
の

衛
生
管
理
及
び
安
全
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

 

(
5
)
 

職
員
の

公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
6
)
 

職
員
の

福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
7
)
 

福
岡
市

教
職
員
互
助
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

 

服
務

指
導
課
 

(
1
)
 

職
員
の

分
限
，
服
務
及
び
懲
戒
に
関
す
る
こ
と
。
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旧
 

新
 

例
第

1
2
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
高
等
学

校
の
事

務
職

員
を

除
く

。
以

下
「

教

職
員

」
と
い

う
。
）
を
除
く
。
）
の
人
事
及

び
研

修
に
関
す

る
こ

と
。
 

(
2
)
 

職
員
の

分
限
，
服
務
の
取
扱
い
及
び
損
害

賠
償
に
関

す
る

こ
と

。
 

(
3
)
 

組
織
及

び
事
務
分
掌
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
4
)
 

福
岡
市

教
職
員
身
体
検
査
審
査
会
に
関
す

る
こ
と
。

 

(
5
)
 

職
員
の

衛
生
管
理
及
び
安
全
管
理
に
関
す

る
こ
と
。

 

(
6
)
 

職
員
の

公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
こ
と

。
 

(
7
)
 

職
員
の

福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
8
)
 

福
岡
市

教
職
員
互
助
会
と
の
連
絡
に
関
す

る
こ
と
。

 

服
務

指
導
課
 

(
1
)
 

職
員
の

服
務
の
指
導
及
び
懲
戒
に
関
す
る

こ
と
。
 

教
職

員
第
１
課
 

(
1
)
 

学
級
編

制
及
び
教
職
員
の
定
数
（
高
等
学

校
を
除
く

。
）

に
関

す
る
こ

と
。
 

(
2
)
 

教
育
職

員
免
許
状
の
申
請
手
続
に
関
す
る

こ
と
。
 

(
3
)
 

事
務
職

員
（
高
等
学
校
の
事
務
職
員
を
除

く
。
）
の

人
事

企
画

及
び
研

修
に

関
す

る
こ
と

。
 

(
4
)
 

教
職
員

（
高
等
学
校
の
教
職
員
を
除
く
。

）
の
任
免

に
関

す
る

こ
と
。
 

教
職

員
第
２
課
 

(
1
)
 

教
職
員

の
人
事
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
2
)
 

高
等
学

校
の
教
職
員
の
任
免
に
関
す
る
こ

と
。
 

人
権

・
同
和
教
育
課
 

(
1
)
 

人
権
・

同
和
教
育
の
総
合
的
企
画
，
調
査

及
び
指
導

に
関

す
る

こ
と
。
 

(
2
)
 

人
権
・

同
和
教
育
事
業
の
連
絡
調
整
に
関

す
る
こ
と
。
 

(
3
)
 

地
域
改

善
対
策
奨
学
金
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
4
)
 

関
係
機

関
及
び
団
体
と
の
連
絡
に
関
す
る

こ
と
。
 

（
略

）
 

施
設

課
 

(
1
)
 

学
校
施

設
（
他
の
課
の
所
管
に
属
す
る
も

の
を
除
く

。
）

及
び

そ
の
他

教
育

施
設

等
（
市

民
セ
ン
タ
ー
，
公
民
館
，
空
港

周
辺

共
同
利
用

会
館

，
美

術
館
，
ア

ジ
ア

美
術
館
，
博
物
館
及
び
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ

ー
に
係
る

も
の

を
除

く
。
次

号

に
お

い
て
同
じ
。
）
の
整
備
計
画
に
関
す
る

こ
と

。
 

 (
2
)
 

教
育
施

設
等
の
整
備
及
び
維
持
補
修
等
に

関
す
る
こ

と
。
 

(
2
)
 

職
員
の

損
害
賠
償
に
関
す
る
こ
と
。
 

労
務

・
給
与

課
 

(
1
)
 

職
員
の

給
与
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
2
)
 

職
員
団

体
及
び
職
員
の
労
働
組
合
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
3
)
 

職
員
の

給
与
，
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の
基
準
に
関
す
る
こ
と
。
 

 

教
職

員
第
１

課
 

(
1
)
 

学
級
編

制
及
び
教
職
員
の
定
数
（
高
等
学
校
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
2
)
 

教
育
職

員
免
許
状
の
申
請
手
続
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
3
)
 

事
務
職

員
（
高
等
学
校
の
事
務
職
員
を
除
く
。
）
の
人
事
企
画
及
び
研
修
に

関
す

る
こ
と

。
 

(
4
)
 

教
職
員

（
高
等
学
校
の
教
職
員
を
除
く
。
）
の
任
免
に
関
す
る
こ
と
。
 

教
職

員
第
２

課
 

(
1
)
 

教
職
員

の
人
事
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
2
)
 

高
等
学

校
の
教
職
員
の
任
免
に
関
す
る
こ
と
。
 

        （
略

）
 

施
設

課
 

(
1
)
 

学
校
施

設
（
他
の
課
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
他
教
育

施
設

等
（
市

民
セ
ン
タ
ー
，
公
民
館
，
空
港
周
辺
共
同
利
用
会
館
，
美
術
館
，
ア

ジ
ア

美
術
館

，
博
物
館
及
び
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
係
る
も
の
を
除
く
。
次
号

に
お

い
て
同

じ
。
）
の
整
備
計
画
(
建
替
計
画
に
係
る
も
の
を
除
く
。
)
に
関
す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 

教
育
施

設
等
の
整
備
及
び
維
持
補
修
等
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
3
)
 

教
育
施

設
等
及
び
教
育
施
設
等
用
地
の
取
得
に
係
る
物
件
の
移
転
補
償
費
の

算
定

に
関
す

る
こ
と
。
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(
3
)
 

教
育
施

設
等
及
び
教
育
施
設
等
用
地
の
取

得
に
係
る

物
件

の
移

転
補
償

費
の

算
定

に
関
す
る
こ
と
。
 

(
4
)
 

空
港
周

辺
校
等
の
騒
音
対
策
事
業
に
関
す

る
こ
と
。

 

用
地

計
画
課
 

(
1
)
 

教
育
施

設
等
用
地
（
市
民
セ
ン
タ
ー
，
公

民
館

，
空

港
周

辺
共

同
利
用

会
館

，

美
術

館
，
ア

ジ
ア
美
術
館
，
博
物
館
及
び
埋

蔵
文

化
財
セ
ン

タ
ー

に
係

る
も
の

を

除
く

。
）
の

取
得
，
管
理
及
び
処
分
に
関
す

る
こ

と
。
 

       教
育

支
援
部
 

教
育

支
援
課
 

(
1
)
 

学
校
教

育
に
係
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ

と
。
 

 (
2
)
 

教
科
用

図
書
の
無
償
給
与
に
関
す
る
こ
と

。
 

(
3
)
 

教
科
用

図
書
採
択
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

た
だ
し
，

指
導

部
学

校
指
導

課
の

所
管

に
係
る

も
の
を
除
く
。
 

(
4
)
 

教
育
セ

ン
タ
ー
及
び
発
達
教
育
セ
ン
タ
ー

と
の
連
絡

に
関

す
る

こ
と
。
 

(
5
)
 

学
校
問

題
解
決
支
援
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
6
)
 

就
学
援

助
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
7
)
 

授
業
料

，
保
育
料
等
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
8
)
 

就
学
事

務
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
9
)
 

就
学
指

導
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
1
0
)
 

学
事

諸
証
明
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
1
1
)
 

教
育

振
興
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
1
2
)
 

私
立

学
校
（
幼
稚
園
を
除
く
。
）
の
助
成

に
関
す
る

こ
と

。
 

  

 

(
4
)
 

空
港
周

辺
校
等
の
騒
音
対
策
事
業
に
関
す
る
こ
と
。
 

用
地

・
建
替

計
画
課
 

(
1
)
 

教
育
施

設
等
用
地
（
市
民
セ
ン
タ
ー
，
公
民
館
，
空
港
周
辺
共
同
利
用
会
館
，

美
術

館
，
ア

ジ
ア
美
術
館
，
博
物
館
及
び
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
係
る
も
の
を

除
く

。
）
の

取
得
，
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
2
)
 

学
校

施
設

(
他
の

課
の
所

管
に

属
す

る
も

の
を

除
く
。

)
及

び
そ

の
他

教
育
施

設
等
(
市

民
セ

ン
タ
ー
，
公
民
館
，
空
港
周
辺
共
同
利
用
会
館
，
美
術
館
，
ア
ジ

ア
美

術
館
，
博

物
館
及
び
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
係
る
も
の
を
除
く
。
)
の
建

替
計

画
等
に

関
す
る
こ
と
。
 

通
学

区
域
課
 

(
1
)
 

学
校
の

設
置
及
び
廃
止
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
2
)
 

学
校
の

適
正
配
置
計
画
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
3
)
 

通
学
区

域
の
設
定
及
び
変
更
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
4
)
 

福
岡
市

立
学
校
通
学
区
域
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

 

 
教

育
支
援

部
 

教
育

支
援
課
 

(
1
)
 

当
該
部

及
び
指
導
部
内
の
連
絡
調
整
に
関

す
る
こ
と

。
 

(
2
)
 

教
科
用

図
書
の
無
償
給
与
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
3
)
 

教
科
用

図
書
採
択
事
務
に
関
す
る
こ
と
。
た
だ
し
，
指
導
部
の
所
管
に
係
る

も
の

を
除
く

。
 

 (
4
)
 

教
育
セ

ン
タ
ー
及
び
発
達
教
育
セ
ン
タ
ー
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
5
)
 

学
校
問

題
解
決
支
援
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
6
)
 

就
学
援

助
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
7
)
 

授
業
料

，
保
育
料
等
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
8
)
 

就
学
事

務
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
9
)
 

就
学
指

導
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
1
0
)
 
学

事
諸

証
明
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
1
1
)
 
教

育
振

興
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
1
2
)
 
私

立
学

校
(幼

稚
園
を
除
く
。
)
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
1
3
)
 
Ｐ

Ｔ
Ａ

活
動
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
1
4
)
 
家

庭
教

育
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
1
5
)
 
雁

の
巣

児
童
体
育
館
に
関
す
る
こ
と
。
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(
1
3
)
 

教
育

支
援
部
及
び
指
導
部
の
所
掌
事
務
の

う
ち
，
他

の
課

の
主

管
に
属

し
な

い
こ

と
。
 

学
務

支
援
課
 

(
1
)
 

当
該
部

及
び
指
導
部
の
予
算
及
び
決
算
に

関
す
る
こ

と
。
 

(
2
)
 

当
該
課

及
び
指
導
部
（
教
育
相
談
課
を
除

く
。
）
の

経
理

事
務

に
関
す

る
こ

と
。
 

(
3
)
 

教
材
教

具
等
の
取
得
及
び
整
備
に
関
す
る

こ
と
。
 

(
4
)
 

学
校
体

育
設
備
等
の
整
備
に
関
す
る
こ
と

。
 

(
5
)
 

学
校
体

育
団
体
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と

。
 

(
6
)
 

学
校
（

高
等
学
校
を
除
く
。
）
の
会
計
事

務
に
係
る

共
同

学
校

事
務
室

と
の

連
絡

調
整
に

関
す
る
こ
と
。
 

（
略

）
 

生
涯

学
習
課
 

(
1
)
 

生
涯
学

習
の
総
合
的
企
画
及
び
調
査
研
究

に
関
す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 

生
涯
学

習
事
業
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
3
)
 

生
涯
学

習
施
設
（
他
の
課
の
所
管
に
属
す

る
も
の
を

除
く

。
）

の
整
備

計
画

に
関

す
る
こ

と
。
 

(
4
)
 

社
会
教

育
に
係
る
専
門
的
技
術
的
事
項
に

関
す
る
こ

と
。
 

(
5
)
 

社
会
教

育
委
員
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
6
)
 

雁
の
巣

児
童
体
育
館
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
7
)
 

市
民
セ

ン
タ
ー
及
び
公
民
館
と
の
連
絡
に

関
す
る
こ

と
。
 

(
8
)
 

生
涯
学

習
に
係
る
関
係
機
関
と
の
連
絡
調

整
に
関
す

る
こ

と
。
 

(
9
)
 

社
会
教

育
関
係
団
体
と
の
連
絡
に
関
す
る

こ
と
。
 

(
1
0
)
 

学
校

と
地
域
と
の
連
携
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
1
1
)
 

教
育

に
関
す
る
地
域
情
報
の
収
集
に
関
す

る
こ
と
。

 

指
導

部
 

学
校

指
導
課
 

(
1
)
 

学
校
教

育
の
計
画
及
び
指
導
に
関
す
る
こ

と
。
 

(
2
)
 

学
校
教

育
に
係
る
教
科
内
容
及
び
そ
の
取

扱
い
に
関

す
る

こ
と

。
 

(
3
)
 

学
校
教

育
に
係
る
教
科
用
図
書
の
採
択
及

び
教
材
の

取
扱

い
に

関
す
る

こ

と
。
 

(
4
)
 

保
幼
小

中
連
携
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。
 

 

(
1
6
)
 
教

育
支

援
部
及
び
指
導
部
の
所
掌
事
務
の
う
ち
，
他
の
課
の
主
管
に
属
し
な

い
こ

と
。
 

         

（
略

）
 

生
涯

学
習
課
 

(
1
)
 

社
会
教

育
（
他
の
課
の
主
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
専
門
的

技
術

的
な
助

言
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
2
)
 

市
民
セ

ン
タ
ー
及
び
公
民
館
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。
 

          
指

導
部
 

学
校

企
画
課
 

(
1
)
 

学
校
教

育
に
係
る
政
策
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
2
)
 

保
幼
小

中
連
携
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。
 

小
学

校
教
育

課
 

(
1
)
 

小
学
校

の
教
育
の
計
画
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

 

(
2
)
 

小
学
校

の
学
校
教
育
に
係
る
教
科
内
容
及
び
そ
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
3
)
 

小
学
校

の
学
校
教
育
に
係
る
教
科
用
図
書
の
採
択
及
び
教
材
の
取
扱
い
に
関
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教
育

相
談
課
 

(
1
)
 

教
育
相

談
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
2
)
 

適
応
指

導
教
室
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
3
)
 

不
登
校

の
児
童
及
び
生
徒
の
教
育
に
関
す

る
こ
と
。

 

す
る

こ
と
。
 

(
4
)
 

小
学
校

の
生
徒
指
導
に
関
す
る
こ
と
。
 

中
学

校
教
育

課
 

(
1
)
 
 
中

学
校

の
教
育
の
計
画
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

 

(
2
)
 

中
学
校

の
学
校
教
育
に
係
る
教
科
内
容
及
び
そ
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
3
)
 

中
学
校

の
学
校
教
育
に
係
る
教
科
用
図
書
の
採
択
及
び
教
材
の
取
扱
い
に
関

す
る

こ
と
。
 

(
4
)
 

中
学
校

の
生
徒
指
導
に
関
す
る
こ
と
。
 

高
校

教
育
課
 

(
1
)
 

高
等
学

校
の
教
育
の
計
画
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
2
)
 

高
等
学

校
の
学
校
教
育
に
係
る
教
科
内
容
及
び
そ
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ

と
。
 

(
3
)
 

高
等
学

校
の
学
校
教
育
に
係
る
教
科
用
図
書
の
採
択
及
び
教
材
の
取
扱
い
に

関
す

る
こ
と

。
 

(
4
)
 

高
等
学

校
の
生
徒
指
導
に
関
す
る
こ
と
。
 
 

(
5
)
 
 
高

等
学

校
の
入
試
に
関
す
る
こ
と
。
 

安
全

・
安
心

推
進
課
 

(
1
)
 

児
童
及

び
生
徒
の
安
全
及
び
事
故
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
2
)
 

学
校
の

重
大
事
案
及
び
裁
判
に
関
す
る
こ
と
。
 

教
育

Ｉ
Ｃ
Ｔ

推
進
課
 

(
1
)
 

Ｉ
Ｃ
Ｔ

教
育
の
企
画
・
推
進
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
2
)
 

学
校
に

お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
環
境
整
備
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
3
)
 

学
校
に

お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
4
)
 

教
育
用

デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
の
活
用
推
進
に
関
す
る
こ
と
。
 

教
育

相
談
課
 

(
1
)
 

教
育
相

談
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
2
)
 

適
応
指

導
教
室
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
3
)
 

不
登
校

の
児
童
及
び
生
徒
の
教
育
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
4
)
 

不
登
校

の
保
護
者
支
援
に
関
す
る
こ
と
。
 

 第
４

条
 
（

略
）
 

（
ユ

ニ
ッ
ト

制
組
織
に
配
置
す
る
課
長
及
び
係
長

）
 

第
４

条
の
２

 
別
表
第
２
に
掲
げ
る
部
は
，
ユ
ニ

ッ
ト
制
組

織
（

そ
の

組
織
の

長
が
当

 第
４

条
 
（

略
）
 

（
ユ

ニ
ッ
ト

制
組
織

に
配
置
す
る
課
長
及
び
係
長
）
 

第
４

条
の
２

 
別
表

第
２
に
掲
げ
る
課
は
，
ユ
ニ
ッ
ト
制
組
織
（
そ
の
組
織
の
長
が
当
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該
組

織
に
置

か
れ
る
課
長
（
課
に
置
か
れ
る
課
長

を
除
く
。
）
，
係

長
（
係
に
置
か

れ
る

係
長
を

除
く
。
）
，
主
任
人
事
主
事
等
（

第
６
条

第
１

項
の

主
任

人
事
主

事
等

で
，

課
に
置

か
れ
る
主
任
人
事
主
事
等
を
除
く
。

以
下
こ
の

条
に

お
い

て
同
じ

。
）

及
び

職
員
の

指
揮
命
令
系
統
を
決
定
す
る
権
限
を

有
す
る
組

織
で

あ
っ

て
，
課

長
，

係
長

，
主
任

人
事
主
事
等
及
び
職
員
の
い
ず
れ
も

が
指
揮
命

令
を

受
け

る
直
属

の
上

司
を

１
人
だ

け
有
す
る
も
の
を
い
う
。
）
と
す
る

。
 

２
 

前
条
の

職
員
の
ほ
か
，
別
表
第
２
に
掲

げ
る

部
に
，
同

表
に

掲
げ
る
部
の

分
掌
事

務
を

処
理
す

る
同
表
に
掲
げ
る
職
名
の
課
長
又
は

係
長
を
置

く
。
 

３
 

別
表
第

２
に
掲
げ
る
職
名
の
課
長
又
は
係
長

は
，
職
員

の
う

ち
か

ら
命
じ

る
。
 

４
 

別
表
第

２
に
掲
げ
る
部
の
部
長
は
，
当
該
部
に

置
か
れ

る
課

長
，
係

長
，
主
任

人

事
主

事
等
及

び
第
８
条
第
１
項
の
職
員
に
つ
い
て

，
こ
れ
ら

の
者

が
指

揮
命
令

を
受

け
る

直
属
の

上
司
が
１
人
と
な
る
よ
う
に
，
指
揮

命
令
の
系

統
を

決
定

す
る
。
 

５
 

別
表
第

２
に
掲
げ
る
職
名
の
課
長
及
び
係
長

は
，
上
司

の
命

を
受

け
て
そ

れ
ぞ
れ

が
所

属
す
る

部
の
部
長
の
指
定
す
る
事
務
を
処
理

し
，
当
該

事
務

に
従

事
す
る

職
員

を
指

揮
監
督

す
る
。
 

６
 

第
２
項

に
定
め
る
課
長
及

び
係
長
に
つ
い
て
必

要
な
場

合
は

，
別

表
第
２

に
定
め

る
職

名
以
外

に
部
で
定
め
た
呼
称
を
用
い
る
こ
と

が
で
き
る

。
 

 第
５

条
 
（

略
）
 

該
組

織
に
置

か
れ
る
係
長
（
係
に
置
か
れ
る
係
長
を
除
く
。
）
，
主
任
人
事
主
事
等

（
第

６
条
第

１
項
の
主
任
人
事
主
事
等
で
，
課
に
置
か
れ
る
主
任
人
事
主
事
等
を
除

く
。
以

下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
職
員
の
指
揮
命
令
系
統
を
決
定
す
る
権

限
を

有
す
る

組
織
で
あ
っ
て
，
係
長
，
主
任
人
事
主
事
等
及
び
職
員
の
い
ず
れ
も
が

指
揮

命
令
を

受
け
る
直
属
の
上
司
を
１
人
だ
け
有
す
る
も
の
を
い
う
。
）
と
す
る
。
 

 ２
 
前

条
の

職
員
の
ほ
か
，
別
表
第
２
に
掲

げ
る

課
に
，
同
表
に
掲
げ

る
課
の
分
掌
事

務
を

処
理
す

る
同
表
に
掲
げ
る
職
名
の
係
長
を
置
く
。
 

３
 
別

表
第

２
に
掲
げ
る
職
名
の
係
長
は
，
職
員
の
う
ち
か
ら
命
じ
る
。
 

４
 
別

表
第

２
に
掲
げ
る
課
の
課
長
は
，
当

該
課

に
置
か
れ

る
係
長
，
主
任
人
事
主
事

等
及

び
第
８

条
第
１
項
の
職
員
に
つ
い
て
，
こ
れ
ら
の
者
が
指
揮
命
令
を
受
け
る
直

属
の

上
司
が

１
人
と
な
る
よ
う
に
，
指
揮
命
令
の
系
統
を
決
定
す
る
。
 

５
 
別

表
第

２
に
掲
げ
る
職
名
の
係
長
は
，
上
司
の
命
を
受
け
て
そ
れ
ぞ
れ
が
所
属
す

る
課

の
課
長

の
指
定
す
る
事
務
を
処
理
し
，
当
該
事
務
に
従
事
す
る
職
員
を
指
揮
監

督
す

る
。
 

６
 
第

２
項

に
定
め

る
係
長
に
つ
い
て
必
要
な
場
合
は
，
別
表
第
２
に
定
め
る
職
名
以

外
に

課
で
定

め
た
呼
称
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 第
５

条
 
（

略
）
 

（
特

命
担
当

の
部
長
，
特
命
担
当
の
課
長
及
び
主

査
）
 

（
特

命
担
当

の
部
長

，
特
命
担
当
の
課
長
及
び
主
査
）
 

第
５

条
の
２

 
前
３
条
の
職
員
の
ほ
か
，
別
表
第

３
に
掲
げ

る
部

又
は

課
に
同

表
に
掲

げ
る

特
命
事

項
に
係
る
事
務
を
処
理
す
る
特
命
担

当
の
部
長

，
特

命
担

当
の
課

長
又

は
主

査
を
置

く
。
 

２
～

４
 
（

略
）
 

第
６

条
～
第

1
1
条
 
（

略
）
 

第
５

条
の
２

 
前
３

条
の
職
員
の
ほ
か
，
別
表
第
３
に
掲
げ
る
部
又
は
課
に
同
表
に
掲

げ
る

特
命
事

項
に
係
る
事
務
を
処
理
す
る
特
命
担
当
の
課
長
又
は
主
査
を
置
く
。
 

 ２
～

４
 
（

略
）
 

第
６

条
～
第

1
1
条
 
（

略
）
 

別
表

第
１
 

（
略
）
 

別
表

第
１
 

（
略
）
 

別
表

第
２
 

所
属

 
課
長

 
係
長

 

職
名

 
数

 
職
名

 
数

 

指
導

部
 生

徒
指
導
課
長

 2
 

生
徒
指
導
係
長

 
3 

 

別
表

第
２
 

所
属

 
係
長

 

職
名

 
数

 

総
務

部
 教

育
政

策
課

 
教
育
政
策
係
長

 
3 

 

別
表

第
３

 
別

表
第

３
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旧
 

新
 

１
 

特
命
担

当
の
部
長

 
所

属
 

特
命
事
項

 
人

数
 

総
務

部
 

服
務
指
導

 
1 

２
 

特
命
担

当
の
課
長

 
所

属
 

特
命
事
項

 
人

数
 

総
務

部
 

 
学
校
教
育
企
画

 
1 

 
通

学
区
域
課

 通
学
区
域
調
整

 
1 

教
育

環
境
部

 
空
調
設
備
整
備

 
1 

教
育

支
援
部

 
学
校
等
感
染
症
対
策

 1
 

指
導

部
 
学

校
指
導
課

 教
科
等
指
導

 
2 

３
 

主
査

 所
属

 
特
命
事
項

 
人

数
 

総
務

部
 
教

育
政
策
課

 政
策
調
整

 
1 

IC
T環

境
整
備
推
進

 1
 

 
 

学
校
教
育
企
画

 
1 

 
職

員
課

 
庶
務
事
務
シ
ス
テ
ム

構
築

 
1 

教
育

環

境
部

 
 

空
調
設
備
整
備

 
1 

施
設

課
 

事
業
推
進

 
1 

教
育

支

援
部

 
学

務
支
援
課

 学
校
事
務
調
整

 
1 

 
学
校
等
感
染
症
対
策

 1
 

給
食

運
営
課

 給
食
セ
ン
タ
ー
再
整

1 

    
１

 
特

命
担

当
の
課
長

 
所

属
 

特
命
事
項

 
人

数
 

教
育

環
境
部

 
空
調
設
備
整
備

 
1 

教
育

支
援
部

 
学
校
等
感
染
症
対
策

 1
 

     ２
 
主

査
 

所
属

 
特
命
事
項

 
人
数

 

総
務

部
 
学

務
支
援
課

 学
校
事
務
調
整

 
1 

職
員

部
 
職

員
課

 
庶

務
事

務
シ

ス
テ

ム

構
築

 
1 

 
労
務
・
給
与
課

 学
校

の
働

き
方

改
革

推
進
等

 
1 

教
育

環

境
部

 
 

空
調
設
備
整
備

 
2 

施
設

課
 

事
業
推
進

 
1 

教
育

支

援
部

 
 

学
校
等
感
染
症
対
策

 1
 

指
導

部
 
学

校
企
画
課

 保
幼
小
中
連
携

 
1 

 
安
全
・
安
心
推

進
課

 
学

校
安

全
・

安
心

推

進
 

1 
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新
 

備
等

 

指
導

部
 
学

校
指
導
課

 保
幼
小
中
連
携

 
1 

 
 

学
校
安
全
・
安
心
推

進
 

1 
 

   

 
 

○
福

岡
市

教
育
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則

 
 
○

福
岡

市
教

育
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行

規
則

 

第
１

条
 
（

略
）
 

第
１

条
 
（

略
）
 

（
組

織
）
 

（
組

織
）
 

第
２

条
 
セ

ン
タ
ー
の
事
務
を
行
う
た
め
，
セ
ン
タ

ー
に
次

の
課

及
び

係
を
置

く
。
 

管
理

課
 

管
理

係
 

教
育

Ｉ
Ｃ
Ｔ

係
 

第
２

条
 
セ

ン
タ
ー
の
事
務
を
行
う
た
め
，
セ
ン
タ
ー
に
次
の
課
及
び
係
を
置
く
。
 

人
材

育
成
課
 

管
理

係
 

研
修

企
画
係
 

研
究

支
援
係
 

（
事

務
分
掌

）
 

（
事

務
分
掌

）
 

第
３

条
 
セ

ン
タ
ー
及
び
課
の
事
務
分
掌
は
，
次
の

と
お
り

と
す

る
。
 

管
理

課
 

(
1
)
 

セ
ン
タ

ー
内
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と

。
 

(
2
)
 

セ
ン
タ

ー
の
施
設
設
備
の
維
持
管
理
に
関

す
る
こ
と

。
 

(
3
)
 

学
校
そ

の
他
の
教
育
機
関
と
の
連
絡
に
関

す
る
こ
と

。
 

(
4
)
 

教
育
用

デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
の
活
用
推

進
に
関
す

る
こ

と
。
 

(
5
)
 

そ
の
他

各
課
の
主
管
に
属
し
な
い
こ
と
。
 

セ
ン

タ
ー
（

管
理
課
を
除
く
。
）
 

(
1
)
 

研
修
・

研
究
の
企
画
及
び
実
施
に
関
す
る

こ
と
。
 

(
2
)
 

学
校
に

お
け
る
研
修
・
研
究
の
支
援
に
関

す
る
こ
と

。
 

(
3
)
 

情
報
教

育
に
関
す
る
研
修
・
研
究
に
関
す

る
こ
と
。

 

(
4
)
 

教
育
情

報
の
収
集
及
び
提
供
に
関
す
る
こ

と
。
 

(
5
)
 

そ
の
他

必
要
と
認
め
る
こ
と
。
 

第
３

条
 
課

の
事
務
分
掌
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

人
材

育
成
課
 

(
1
)
 

セ
ン
タ

ー
内
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
2
)
 

セ
ン
タ

ー
の
施
設
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
3
)
 

研
修
の

企
画
及
び
実
施
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
4
)
 

調
査
研

究
の
実
施
，
学
校
に
お
け
る
研
究
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(
5
)
 

教
育

情
報
の

収
集
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
6
)
 

学
校
そ

の
他
の
教
育
機
関
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。
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旧
 

新
 

第
４

条
 
（

略
）
 

第
４

条
 
（

略
）
 

 
（

ユ
ニ
ッ

ト
制
組
織
に
配
置
す
る
課
長
及
び
係

長
）
 

 
 

第
５

条
 
セ

ン
タ
ー
は
，
ユ
ニ
ッ
ト
制
組
織
（
所
長
が

セ
ン

タ
ー

に
置

か
れ
る

課
長
（
課

に
置

か
れ
る

課
長
を
除
く
。
）
，
係
長
（
係
に

置
か

れ
る
係

長
を

除
く

。
）
，
主

任

指
導

主
事
等
（
第
６
条
第
１
項
の
主
任
指
導
主
事

等
で
，
課

に
置

か
れ

る
主
任

指
導

主
事

等
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
職

員
の

指
揮

命
令
系

統
を

決
定

す
る
権

限
を
有
す
る
組
織
で
あ
っ
て
，
課

長
，
係
長
，
主

任
指

導
主
事

等
及
び

職
員

の
い
ず

れ
も
が
指
揮
命
令
を
受
け
る
直
属
の

上
司
を
１

人
だ

け
有

す
る
も

の

を
い

う
。
）

と
す
る
。

 
２

 
前

条
の

職
員
の
ほ
か
，
セ
ン
タ
ー
に
，
セ
ン
タ

ー
（
管

理
課

を
除

く
。
）
の

分
掌

事
務

を
処
理

す
る
別
表
に
掲
げ
る
職
名
の
課
長
又

は
係
長
を

置
く

。
 

３
 

別
表
に

掲
げ
る
職
名
の
課
長
又
は
係
長
は
，

職
員
の
う

ち
か

ら
命

ず
る
。

 
４

 
所

長
は

，
セ

ン
タ
ー
に
置
か
れ
る
課
長
，
係
長

，
主
任

指
導

主
事

等
及
び

第
７
条

第
１

項
の
職

員
に
つ
い
て
，
こ
れ
ら
の
者
が
指
揮

命
令
を
受

け
る

直
属

の
上
司

が
１

人
と

な
る
よ

う
に
，
指
揮
命
令
の
系
統
を
決
定
す

る
。

 
５

 
別

表
に

掲
げ
る
職
名
の
課
長
及
び
係
長
は
，
上

司
の
命

を
受

け
て

所
長
の

指
定
す

る
事

務
を
処

理
し
，
当
該
事
務
に
従
事
す
る
職
員

を
指
揮
監

督
す

る
。

 
６

 
第

２
項

に
定
め
る
課
長
及
び
係
長
に
つ
い
て

必
要
な
場

合
は

，
別

表
に
定

め
る
職

名
以

外
に
セ

ン
タ
ー
で
定
め
た
呼
称
を
用
い
る
こ

と
が
で
き

る
。

 

（
削

る
）

 
 

 
（

主
任
指

導
主
事
等
）
 

 
（

主
任
指

導
主
事
等
）
 

第
６

条
 
第

４
条
の
職
員
の
ほ
か
，
専
門
的
事
務

を
担
当
さ

せ
る

た
め

，
セ
ン
タ
ー
及

び
課

に
所
要

の
主
任
指
導
主
事
，
指
導
主
事
及

び
研
究

員
（

以
下
次

項
，
第
３

項
及

び
次

条
第
１

項
に
お
い
て
「
主
任
指
導
主
事
等
」

と
い
う
。

）
を

置
く

。
 

２
 

主
任
指

導
主
事
等
は
，
職
員
の
う
ち
か
ら
命
ず

る
。
 

３
 

主
任
指

導
主
事
等
は
，
上
司
の
命
を
受
け
て
専

門
的
事

務
を

処
理

す
る
。
 

第
５

条
 
前

条
の
職
員
の
ほ
か
，
専
門
的
事
務
を
担
当
さ
せ
る
た
め
，
セ
ン
タ
ー
及
び

課
に

所
要
の

主
任
指
導
主
事
，
指
導
主
事
及
び
研
究
員
（
以
下
次
項
，
第
３
項
及
び

次
条

第
１
項

に
お
い
て
「
主
任
指
導
主
事
等
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。
 

２
 
主

任
指

導
主
事
等
は
，
職
員
の
う
ち
か
ら
命
ず
る
。
 

３
 
主

任
指

導
主
事

等
は
，
上
司
の
命
を
受
け
て
専
門
的
事
務
を
処
理
す
る
。
 

 
（

課
員
等

）
 

 
（

課
員
等

）
 

第
７

条
 
課

長
，
係
長
，
主
査
及
び
主
任
指
導
主
事

等
の
ほ

か
，
セ

ン
タ

ー
及
び

課
に

所
要

の
職
員

を
置
く
。
 

第
６

条
 
課

長
，
係
長
，
主
査
及
び
主
任
指
導
主
事
等
の
ほ
か
，
セ
ン
タ
ー
及
び
課
に

所
要

の
職
員

を
置
く
。
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旧
 

新
 

２
 

前
項
の

職
員
は
，
上
司
の
命
を
受
け
て
分
担

す
る
事
務

を
処

理
す

る
。
 

２
 
前

項
の

職
員
は

，
上
司
の
命
を
受
け
て
分
担
す
る
事
務
を
処
理
す
る
。
 

第
８

条
 
前

条
の
職
員
が
そ
の
直
属
の
上
司
と
し
て

指
揮
命

令
を

受
け

る
職
員

は
，
課

長
が

係
長
に

つ
い
て
定
め
る
。
た
だ
し
，
セ
ン
タ

ー
の

職
員

に
つ

い
て

は
，
所
長

が

別
表

に
掲
げ

る
係
長
に
つ
い
て
定
め
る
。
 

２
 

前
条
の

職
員
の
事
務
分
担
は
，
課
長
の
承
認

を
受
け
て

係
長

又
は

主
査
が

定
め

る
。
た

だ
し

，
セ
ン
タ
ー
の
職
員
の
職
務
分
担
は

，
別

表
に

掲
げ

る
係

長
が
所

長
の

承
認

を
受
け

て
定
め
る
。
 

第
７

条
 
前

条
の
職
員
が
そ
の
直
属
の
上
司
と
し
て
指
揮
命
令
を
受
け
る
職
員
は
，
課

長
が

係
長
に

つ
い
て
定
め
る
。

 

 ２
 
前

条
の

職
員
の
事
務
分
担
は
，
課
長
の
承
認
を
受
け
て
係
長
又
は
主
査
が
定
め

る
。
 

第
９

条
～
第

1
2
条
 
（

略
）
 

第
８

条
～
第

1
1
条
 
（

略
）
 

別
表
 

（
削

る
）
 

課
長

 
係

長
 

職
名

 
数

 
職

名
 

数
 

研
修

・
研
究

課
長

 
2 

研
修
・

研
究

係
長

 
3 

 

 

 
○

福
岡

市
総

合
図
書
館
条
例
施
行
規
則

 
 
○

福
岡

市
総

合
図
書
館
条
例
施
行
規
則

 

第
１

条
・
第

２
条
 
（

略
）
 

第
１

条
・
第

２
条
 
（

略
）
 

（
分

掌
事
務

）
 

（
分

掌
事
務

）
 

第
３

条
 
課

の
分
掌
事
務
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る

。
 

運
営

課
 
（
略
）
 

 
 

図
書
サ

ー
ビ
ス
課
 
（
略

）
 

 
 

文
学
・

映
像
課
 
（
略
）
 

(
1
)
～

(
4
) 

（
略
）
  

(
5
)
 

映
画
フ

ィ
ル
ム
，
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
，
コ
ン

パ
ク
ト
デ

ィ
ス

ク
そ

の
他
必

要
な

資
料
（

以
下
「
映
像
資
料
」
と
い
う
。
）
の
収

集
，
整
理
及

び
保

存
に

関
す
る

こ

と
。
 

  

第
３

条
 
課

の
分
掌
事
務
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

運
営

課
 
（

略
）
 

 
 

図
書
サ

ー
ビ
ス

課
 
（
略

）
 

 
 

文
学
・

映
像
課
 
（
略
）
 

(
1
)
～

(
4
) 

（
略
）

  

(
5
)
 

本
市
を

含
め
た
ア
ジ
ア
に
関
す
る
文
化
的
芸
術
的
価
値
を
有
す
る
映
画
フ
ィ

ル
ム

そ
の
他

の
映
像
，
音
声
等
を
記
録
し
た
媒
体
（
以
下
「
映
画
フ
ィ
ル
ム
等
」

と
い

う
。
）
及
び
映
画
フ
ィ
ル
ム
等
に
係
る
映
画
ポ
ス
タ
ー
等
の
映
画
関
係
資
料

（
以

下
「

映
像
資
料
」
と
総
称
す
る
。
）
の
収
集
，
整
理
，
保
存
及
び
活
用
に
関

す
る

こ
と
。
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旧
 

新
 

(
6
)
～

(
8
) 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

(
6
)
～

(
8
) 

（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

（
職

員
）
 

（
職

員
）
 

第
４

条
 
総

合
図
書
館
に
館
長
及
び
事
業
管
理
部
長

を
，
課

に
課

長
を

，
係
に

係
長
を
，

分
館

に
分
館

長
を
置
く
。
 

２
～

３
 
（

略
）
 

４
 

館
長
，
事

業
管
理
部
長
，
課
長
，
係
長
，
分

館
長
，
主

査
及

び
主

任
学
芸

主
事
は
，

職
員

の
う
ち

か
ら
命
じ
る
。
 

５
 

（
略
）
 

６
 

事
業
管

理
部
長
は
，
上
司
の
命
を
受
け
て
総

合
図
書
館

の
事

務
を

掌
理
し

，
所
属

職
員

を
指
揮

監
督
す
る
。
 

７
～

９
 
（

略
）
 

第
４

条
 
総

合
図
書
館
に
館
長
を
，
課
に
課
長
を
，
係
に
係
長
を
，
分
館
に
分
館
長
を

置
く

。
 

２
～

３
 
（

略
）
 

４
 
館

長
，
課

長
，
係
長
，
分
館
長
，
主
査
及
び
主
任
学
芸
主
事
は
，
職
員
の
う
ち
か

ら
命

じ
る
。
 

５
 
（
略
）
 

  ６
～

８
 
（

略
）
 

（
職

務
権
限

の
代
行
）
 

（
職

務
権
限

の
代
行
）
 

第
５

条
 
館

長
に
事
故
が
あ
る
場
合
又
は
館
長
が
欠

け
た
場

合
に

お
い

て
，
特

に
事
務

取
扱

者
を
命

じ
な
い
と
き
は
，
事
業
管
理
部
長

が
そ
の

所
掌

す
る

事
務

に
つ
い

て
館

長
の

職
務
権

限
を
代
理
し
て
行
う
。
た
だ
し
，
重

要
又

は
異

例
な

事
務

に
つ
い

て
は

，

教
育

次
長
の

指
揮
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 

事
業
管

理
部
長
に
事
故
が
あ
る
場
合
又
は
事

業
管
理
部

長
が

欠
け

た
場
合

に
お

い
て

，
特

に
事
務
取
扱
者
を
命
じ
な
い
と
き
は
，
課
長

が
そ

の
所

掌
す

る
事
務

に
つ

い
て

事
業
管

理
部
長
の
職
務
権
限
を
代
理
し
て
行

う
。
た
だ

し
，
重

要
又
は

異
例
な

事
務

に
つ
い

て
は
，
館
長
の
指
揮
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
 

３
 

課
長
に

事
故
が
あ
る
場
合
又
は
課
長
が
欠
け

た
場
合
に

お
い

て
，
特

に
事

務
取
扱

者
を

命
じ
な

い
と
き
は
，
係
長
が
そ
の
所
掌
す
る

事
務
に
つ

い
て

課
長

の
職
務

権
限

を
代

理
し
て

行
う
。
た
だ
し
，
重
要
又
は
異
例

な
事
務

に
つ

い
て

は
，
事
業
管
理
部

長
の

指
揮
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

４
 

前
３
項

の
規
定
に
よ
り
館
長
，
事
業
管
理
部
長

又
は
課

長
の

職
務

権
限
を

代
理
し

て
行

う
者
が

な
い
と
き
は
，
館
長
の
職
務
権
限
は

教
育
次
長

が
，
事

業
管
理

部
長
の

職
務

権
限
は

館
長
が
，
課
長
の
職
務
権
限
は
事
業
管
理
部
長
が

行
う
。
 

第
５

条
 
館

長
に
事
故
が
あ
る
場
合
又
は
館
長
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
，
特
に
事
務

取
扱

者
を
命

じ
な
い
と
き
は
，
課
長
が
そ
の
所
掌
す
る
事
務
に
つ
い
て
館
長
の
職
務

権
限

を
代
理

し
て
行
う
。
た
だ
し
，
重
要
又
は
異
例
な
事
務
に
つ
い
て
は
，
教
育
次

長
の

指
揮
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

    ２
 
課

長
に

事
故
が
あ
る
場
合
又
は
課
長
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
，
特
に
事
務
取
扱

者
を

命
じ
な

い
と
き
は
，
係
長
が
そ
の
所
掌
す
る
事
務
に
つ
い
て
課
長
の
職
務
権
限

を
代

理
し
て

行
う
。
た
だ
し
，
重
要
又
は
異
例
な
事
務
に
つ
い
て
は
，
館
長
 
 
 
 

 
の

指
揮
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
前
２
項

の
規
定

に
よ
り
館
長
又
は
課
長
の
職
務
権
限
を
代
理
し
て
行
う
者
が
な

い
と

き
は
，
館

長
の
職
務
権
限
は
教
育
次
長
が
，
課
長
の
職
務
権
限
は
館

長
が

行
う
。 
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旧
 

新
 

５
 

（
略
）
 

４
 
（
略
）
 

（
開

館
時
間

）
 

（
開

館
時
間

）
 

第
６

条
 
（

略
）
 

第
６

条
 
（

略
）
 

２
 

前
項
本

文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
分
館
の
開
館

時
間

は
，
午

前
1
0時

か
ら
午

後

６
時

ま
で
と

す
る
。
た
だ
し
，
東
図
書
館
の
開

館
時
間

は
，
午

前
９

時
か
ら

午
後
８

時
ま

で
と
す

る
。
 

２
 
前

項
本

文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
分
館
の
開
館
時
間
は
，
午
前
1
0 時

か
ら
午
後

６
時

ま
で
と

す
る

。
た
だ
し
，
東
図
書
館
及
び
早
良
南
図
書
館
の
開
館
時
間
は
，
午

前
９

時
か
ら

午
後
８
時
ま
で
と
す
る
。
 

３
 

（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

（
休

館
日
）
 

（
休

館
日
）
 

第
７

条
 
総

合
図
書
館
（
東
図
書
館
を
除
く
。
）
の
休

館
日

は
，
次

の
各

号
に
掲

げ
る

と
お

り
と
す

る
。
た
だ
し
，
教
育
長
が
必
要
と
認

め
る
場
合

は
，

こ
れ

を
変
更

し
，

又
は

臨
時
に

休
館
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
７

条
 
総

合
図
書
館
（
東
図
書
館
及
び
早
良
南
図
書
館
を
除
く
。
）
の
休
館
日
は
，

次
の

各
号
に

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
，
教
育
長
が
必
要

と
認
め
る
場
合
は
，

こ
れ

を
変
更

し
，
又
は
臨
時
に
休
館
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

⑴
～

⑷
 
（

略
）
 

⑴
～

⑷
 
（

略
）
 

２
 

東
図
書

館
の
休
館
日
は
，
次
の
各
号
に
掲
げ

る
と

お
り

と
す

る
。
た
だ

し
，
教
育

長
が

必
要
と

認
め
る
場
合
は
，
こ
れ
を
変
更
し

，
又
は

臨
時

に
休

館
日

を
設
け

る
こ

と
が

で
き
る

。
 

２
 
東

図
書

館
及
び

早
良
南
図
書
館
の
休
館
日
は
，
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。
た

だ
し

，
教

育
長
が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
，
こ
れ
を
変
更
し
，
又
は
臨
時
に

休
館

日
を
設

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

⑴
～

⑶
 
（

略
）
 

⑴
～

⑶
 
（

略
）
 

第
８

条
～
第

2
3
条
 
（

略
）
 

第
８

条
～
第

2
3
条
 
（

略
）
 

（
図

書
資
料

等
の
貸

出
対
象
者

）
 

（
図

書
資
料

等
の
貸
出
対
象
者
）
 

第
2
4
条

 
市

内
若
し
く
は
別
表
第
４
に
掲
げ
る
市
町

村
内
に

居
住

し
，
又
は

市
内
に

勤

務
し

，
若

し
く
は
在
学
す
る
者
は
，
図
書
資
料
等
（

電
子
書

籍
（

電
子

的
方

式
，
磁

気
的

方
式
そ

の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が

で
き

な
い

方
式
に

よ

り
記

録
さ
れ

た
文
字
，
映
像
又
は
音
で
あ
っ
て
，
イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

よ
り
利

用
が

可
能

な
も
の

の
う
ち
，
図
書
又
は
逐
次
刊
行
物
に

相
当
す
る

も
の

を
い

う
。
以

下
同

じ
。

）
を
除

く
。
）
の
個
人
貸
出
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る

。
 

第
2
4
条

 
市

内
若
し
く
は
別
表

第
４
に
掲
げ
る
市
町
村
内
に
居
住
し
，
又
は
市
内
に
勤

務
し

，
若

し
く

は
在
学
す
る
者
は
，
図
書
資
料
等
（
映
像
資
料
を
除
く
。
以
下
こ
の

条
か

ら
第
28
条

ま
で
及
び
第
3
0
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
電
子
書
籍
（
電
子
的
方
式
，

磁
気

的
方
式

そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
に

よ
り

記
録
さ

れ
た
文
字
，
映
像
又
は
音
で
あ
っ
て
，
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
り
利
用

が
可

能
な
も

の
の
う
ち
，
図
書
又
は
逐
次
刊
行
物
に
相
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ

。
）
を

除
く
。
）
の
個
人
貸
出
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
～

４
 
（

略
）
 

２
～

４
 
（

略
）
 

第
2
5
条
・
第

2
6
条
 
（

略
）
 

第
2
5
条
・
第

2
6
条
 
（

略
）
 

（
貸

出
の
制

限
）
 

（
貸

出
の
制

限
）
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旧
 

新
 

第
2
7
条

 
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
図

書
資
料
等

は
，
特

に
館
長

が
認
め

る

場
合

を
除
き

貸
出
を
し
な
い
。
 

第
2
7
条

 
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
図
書
資
料
等
は
，
特
に
館
長
が
認
め
る

場
合

を
除
き

貸
出
を
し
な
い
。
 

⑴
 

（
略
）
 

⑴
 
（
略
）
 

⑵
 

映
像
資

料
（
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
，
コ
ン
パ
ク

ト
デ
ィ

ス
ク

，
デ
ジ

タ
ル
バ

ー
サ
タ

イ
ル

デ
ィ
ス
ク
及
び
カ
セ
ッ
ト
ブ
ッ
ク
を
除
く
。

）
 

 

⑶
 

（
略
）
 

⑷
 

前
３
号

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
，
特
に
重
要

な
図
書
資

料
及

び
映

像
資
料
 

⑸
 

前
各
号

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
，
貸
出
が
不

適
当
と
認

め
ら

れ
る

も
の
 

⑵
 
（
略
）
 

⑶
 
前
２
号

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
，
特
に
重
要
な
図
書
資
料
 

 
 

⑷
 
前

３
号

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
，
貸
出
が
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
 

（
貸

出
冊
数

及
び
期
間
）
 

（
貸

出
冊
数

及
び
期
間
）
 

第
2
8
条

 
図

書
資
料
等
の
個
人
貸
出
に
係
る
貸
出

冊
数
及
び

貸
出

期
間

は
，
次

の
と

お

り
と

す
る

。
た
だ
し
，
館
長
が
特
に
必
要
と
認
め

た
と
き
の

貸
出

期
間

は
，
こ

の
限

り
で

な
い
。
 

第
2
8
条

 
図

書
資
料
等
の
個
人
貸
出
に
係
る
貸
出
冊
数
及
び
貸
出
期
間
は
，
次
の
と
お

り
と

す
る

。
た
だ

し
，
館
長
が
特
に
必
要
と
認
め
た
と
き
の
貸
出
期
間
は
，
こ
の
限

り
で

な
い
。
 

⑴
 

図
書
資

料
（
電
子
書
籍
を
除
く
。
）
の
貸
出

は
，
登
録

利
用

者
１

人
に
つ

き
1
0

冊
以

内
と
し

，
貸
出
期
間
は
，
貸
出
を
し
た

日
の

翌
日
か
ら

起
算

し
て

２
週
間

以

内
と

す
る
。
 

⑴
 
図

書
資

料
（

電
子
書
籍
，
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
，
コ
ン
パ
ク
ト
デ
ィ
ス
ク
，
デ
ジ
タ

ル
バ

ー
サ
タ

イ
ル
デ
ィ
ス
ク
及
び
カ
セ
ッ
ト
ブ
ッ
ク
を
除
く

。
）
の
貸

出
は
，
登

録
利

用
者
１

人
に
つ
き
1
0冊

以
内
と
し
，
貸
出
期
間
は
，
貸
出
を
し
た
日
の
翌
日

か
ら

起
算
し

て
２
週
間
以
内
と
す
る
。
 

⑵
 

（
略
）
 

⑵
 
（
略
）
 

⑶
 

映
像
資

料
（
コ
ン
パ
ク
ト
デ
ィ
ス
ク
及
び
カ

セ
ッ
ト
ブ

ッ
ク

に
限
る
。
）
の

貸

出
は

，
登
録

利
用
者
１
人
に
つ
き
２
枚
以
内
又
は

２
本
以
内

と
し

，
貸

出
期
間

は
，

貸
出

を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
２
週

間
以

内
と
す
る

。
 

⑶
 
コ

ン
パ

ク
ト
デ
ィ
ス
ク
及
び
カ
セ
ッ
ト
ブ
ッ
ク
の
貸
出
は
，
登
録
利
用
者
１
人

に
つ

き
２
枚

以
内
又
は
２
本
以
内
と
し
，
貸
出
期
間
は
，
貸
出
を
し
た
日
の
翌
日

か
ら

起
算
し

て
２
週
間
以
内
と
す
る
。
 

⑷
 

映
像
資

料
（
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
及
び
デ
ジ
タ
ル

バ
ー
サ
タ

イ
ル

デ
ィ

ス
ク
に

限

る
。
）
の

貸
出
は
，
登
録
利
用
者
１
人
に
つ
き
１

枚
又
は
１

本
と

し
，
貸

出
期
間

は
，

貸
出
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

２
週

間
以
内
と

す
る

。
 

⑷
 
ビ

デ
オ

テ
ー
プ
及
び
デ
ジ
タ
ル
バ
ー
サ
タ
イ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
貸
出
は
，
登
録
利

用
者

１
人
に

つ
き
１
枚
又
は
１
本
と
し
，
貸
出
期
間
は
，
貸
出
を
し
た
日
の
翌
日

か
ら

起
算
し

て
２
週
間
以
内
と
す
る
。
 

２
 

（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

第
2
9
条

～
第

4
1
条
 
（

略
）
 

第
2
9
条
～
第

4
1
条
 
（

略
）
 

第
4
2
条

 
（

略
）
 

第
4
2
条

 
（

略
）
 

（
略
）

 
（

略
）

 
（

略
）

 
（

略
）

 
（

略
）

 
（

略
）
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旧
 

新
 

第
1
6条

第
1項

 
図

書
資

料
等
 

図
書
資
料

等
（

文
書
資

料
を
除
く

。
以

下
こ
の

条
に
お
い

て
同
じ

。
）
 

（
略

）
 

（
略
）

 

（
略
）

 
（

略
）

 
（

略
）

 
 

第
1
6条

第
1項

 
図

書
資

料
等

 
図

書
資

料
等
（

映
像

資

料
及

び
文

書
資

料
を

除
く

。
以

下
こ

の
条

に

お
い

て
同

じ
。

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略
）

 
（

略
）

 
（

略
）

 
 

２
 

（
略
）
 

第
4
3
条

～
第

4
6
条
 
（

略
）
 

別
表

第
１
～

別
表
第
４
 
（
略

）
 

２
 
（
略
）
 

第
4
3
条
～
第

4
6
条
 

（
略
）
 

別
表

第
１
～

別
表
第
４
 
（
略

）
 

様
式

第
１
号

・
様
式
第
２
号
 
（
略
）
 

様
式

第
１
号

・
様
式

第
２
号
 
（
略
）
 

様
式

第
３
号

 
 

様
式

第
３

号
 

福
岡

市
総

合
図

書
館

施
設

利
用

取
り
止

め
届
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 
 

(宛
先

)福
岡
市

教
育

委
員

会
教
育

長
 

申
請

者
 

所
在

地
(
住
所
)
 
 

 
 
 

 
 

 
 

団
体

名
(
氏
名
)
 
 

 
 

 
 

 
 
 

代
表

者
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
印
 

(
電

話
 

 
 

 
 

 
) 

 
次

の
と

お
り

利
用

を
取

り
止

め
ま
す

の
で

，
福

岡
市

総
合
図

書
館
条

例
施

行
規

則
第

1
0条

の
規
定

に
よ

り
お

届
け

し
ま

す
。
 

許
可

年
月

日
 

年
 

 
月

 
 
日
 

許
可

番
号
 

第
 

 
 

 
 

 
 
号
 

利
用

期
間

を
取

り

止
め

る
日

時
 

 
 

年
 

 
月

 
 
日
(
 
 
曜

日
) 

 
時

 
 
分
か

ら
 

 
 

年
 

 
月

 
 
日
(
 
 
曜

日
) 

 
時

 
 
分
ま

で
 

利
用

の
取

り
止

め

を
す

る
施

設
又

は

付
属

設
備
 

 
 

既
納

使
用

料
 
使

用
料
 

 
 

 
 
 
円

 
付

属
設
備

使
用

料
 

 
 

 
 

 
円
 

取
り

止
め

の
理

由
 
 

 

 
 

様
式

第
３
号
 

様
式

第
３

号
 

福
岡

市
総

合
図

書
館

施
設

利
用

取
り
止

め
届
 

年
 

 
月
 
 
日
 

 
 

(宛
先

)福
岡
市

教
育

委
員

会
教
育

長
 

申
請

者
 

所
在

地
(
住
所
)
 
 

 
 
 

 
 

 
 

団
体

名
(
氏
名
)
 
 

 
 

 
 

 
 
 

代
表

者
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

(
電

話
 

 
 

 
 

 
) 

 
次

の
と

お
り

利
用

を
取

り
止

め
ま
す

の
で

，
福

岡
市

総
合
図

書
館
条

例
施

行
規

則
第

1
0条

の
規
定

に
よ

り
お

届
け

し
ま

す
。
 

許
可

年
月

日
 

年
 

 
月

 
 
日
 

許
可

番
号
 

第
 

 
 

 
 

 
 
号
 

利
用

期
間

を
取

り

止
め

る
日

時
 

 
 

年
 

 
月

 
 
日
(
 
 
曜

日
) 

 
時

 
 
分
か

ら
 

 
 

年
 

 
月

 
 
日
(
 
 
曜

日
) 

 
時

 
 
分
ま

で
 

利
用

の
取

り
止

め

を
す

る
施

設
又

は

付
属

設
備
 

 
 

既
納

使
用

料
 
使

用
料
 

 
 
 
 

 
円

 
付

属
設
備

使
用

料
 

 
 

 
 

 
円
 

取
り

止
め

の
理

由
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旧
 

新
 

様
式

第
４
号

・
様
式
第
５
号
 
（
略
）
 

様
式

第
４
号

・
様
式

第
５
号
 
（
略
）
 

様
式

第
６
号
 

様
式

第
６
号
 

様
式

第
６

号
 

福
岡

市
総

合
図

書
館

観
覧

料
減

免
申
請

書
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 
 

(
宛

先
)
福

岡
市

教
育

委
員

会
教
育

長
 

申
請

者
 

所
在

地
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

団
体

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

代
表

者
 

 
 

 
 

 
 

 
印

 

(
電

話
 

 
 

 
 

 
)
 

 
次

の
と
お

り
福

岡
市
総

合
図

書
館

条
例

施
行

規
則
第

2
0
条

第
2
項
の

規
定
に

よ
り
福

岡
市

総
合

図
書

館

映
像

ホ
ー

ル
上

映
観

覧
料

の
減

免
を
申

請
し

ま
す

。
 

 
 観

覧
目

的
 
 

 

 
 

観
覧

日
時
 
 

 
 
年

 
 
月
 

 
日

(
 
 
曜

日
)
 
 
時
 

 
分

か
ら
 

観
覧

者
数
 

小
学

生
 

 
 

 
 

 
 
学

年
 

 
 

 
 

 
 

 
 
人
 

中
学

生
 

 
 

 
 

 
 
学

年
 

 
 

 
 

 
 

 
 
人
 

そ
の

他
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

人
 

引
率

者
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

人
 

 
 

 
 

様
式
第
６
号
 

福
岡
市
総
合
図
書
館
観
覧
料
減
免
申
請
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
(
宛
先
)
福
岡
市
教
育
委
員
会
教
育
長
 

申
請
者
 
所
在
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

団
体
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
電
話
 
 
 
 
 
 
)
 

 
次
の
と
お
り
福
岡
市
総
合
図
書
館
条
例
施
行
規
則
第
2
0
条
第
2
項
の
規
定
に
よ
り
福
岡
市
総
合
図
書
館

映
像
ホ
ー
ル
上
映
観
覧
料
の
減
免
を
申
請
し
ま
す
。
 

 
 観

覧
目

的
 
 
 

 
 

観
覧
日

時
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
(
 
 
曜
日
)
 
 
時
 
 
分
か
ら
 

観
覧
者

数
 

小
学

生
 
 
 
 
 
 
 
学
年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人
 

中
学

生
 
 
 
 
 
 
 
学
年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人
 

そ
の

他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人
 

引
率

者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人
 

 
 

 
 

様
式

第
７
号
 

様
式

第
７
号
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旧
 

新
 

様
式

第
７

号
 

福
岡

市
総

合
図

書
館

使
用

料
減

免
申
請

書
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 
 

(宛
先

)福
岡
市

教
育

委
員

会
教
育

長
 

申
請

者
 

所
在

地
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

団
体

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

代
表

者
 

 
 

 
 

 
 

 
印

 

(
電

話
 

 
 

 
 

 
) 

 
次

の
と
お

り
福

岡
市
総

合
図

書
館

条
例

施
行

規
則
第

2
1条

第
2
項
の

規
定
に

よ
り
福

岡
市

総
合

図
書

館

使
用

料
の

減
免

を
申

請
し

ま
す

。
 

事
業

名
 
 

 

主
催

者
名
 

(
共

催
者

名
) 

 
 

後
援

者
名
 
 

 

利
用

施
設
 

(
該

当
施

設
に

〇
印
) 

1
 

映
像

ホ
ー

ル
 

2
 
第

1会
議

室
 
3
 
第

2
会
議

室
 

利
用

期
間
 
 

 
年
 

 
月

 
 
日
(
 
 
曜

日
) 

 
時

 
 
分
か

ら
 

 
 

年
 

 
月

 
 
日
(
 
 
曜

日
) 

 
時

 
 
分
ま

で
 

後 援 す る 場 合  

本 市 が 共 催 又 は 

※
本

市
が

負
担

す

る
経

費
の

額
 

円
 

当
該

事
業

に
要

す

る
経

費
の

総
額
 

円
 

摘
要
 
 

 

 
(
注

) 
※
印

の
欄

は
，

経
費

を
負
担

す
る

市
の

担
当

課
に

お
い
て

記
入

を
受

け
て

く
だ

さ
い
。
 

 

様
式

第
７

号
 

福
岡

市
総

合
図

書
館

使
用

料
減

免
申
請

書
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 
 

(宛
先

)福
岡
市

教
育

委
員

会
教
育

長
 

申
請

者
 
所
在

地
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

団
体

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

代
表

者
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

(
電

話
 

 
 

 
 

 
) 

 
次

の
と
お

り
福

岡
市
総

合
図

書
館

条
例

施
行

規
則
第
2
1条

第
2
項
の

規
定
に

よ
り
福

岡
市

総
合

図
書

館

使
用

料
の

減
免

を
申

請
し

ま
す

。
 

事
業

名
 
 

 

主
催

者
名
 

(
共

催
者

名
) 

 
 

後
援

者
名
 
 

 

利
用

施
設
 

(
該

当
施

設
に

〇
印
) 

1
 

映
像

ホ
ー

ル
 

2
 
第

1会
議

室
 
3
 
第

2
会
議

室
 

利
用

期
間
 
 

 
年
 

 
月

 
 
日
(
 
 
曜

日
) 

 
時

 
 
分
か

ら
 

 
 

年
 

 
月

 
 
日
(
 
 
曜

日
) 

 
時

 
 
分
ま

で
 

後 援 す る 場 合  

本 市 が 共 催 又 は 

※
本

市
が

負
担

す

る
経

費
の

額
 

円
 

当
該

事
業

に
要

す

る
経

費
の

総
額
 

円
 

摘
要
 
 

 

 
(
注

) 
※
印

の
欄

は
，

経
費

を
負
担

す
る

市
の

担
当

課
に

お
い
て

記
入

を
受

け
て

く
だ

さ
い
。
 

 

様
式

第
８
号
 

様
式

第
８
号
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旧
 

新
 

様
式

第
8号

 

指
定

管
理

者
指

定
申

請
書
 

   

年
 

 
月

 
 

日
 
 

 (宛
先

)福
岡
市

教
育

委
員

会
教

育
長
 

 

申
請

者
 

 
所

在
地
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

団
体

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

代
表

者
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

印
 
 

    
下

記
の

公
の

施
設

に
つ

い
て

指
定

管
理

者
の

指
定

を
受

け
た

い
の

で
，

福
岡

市
総

合
図

書
館

条
例

第
19

条
第
2項

の
規

定
に

よ
り
申
請

し
ま

す
。
 

   

記
 

    指
定

を
受

け
よ

う
と

す
る

施
設

の
名
称
 

 
 

様
式
第
8号

 

指
定

管
理

者
指

定
申

請
書
 

   

年
 
 
月
 
 
日
 
 

 (宛
先
)福

岡
市
教
育
委
員
会
教
育
長
 

 

申
請
者
 
 
所
在
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

団
体
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
者
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
下
記
の

公
の

施
設
に

つ
い
て

指
定

管
理

者
の

指
定

を
受

け
た

い
の

で
，

福
岡

市
総

合
図

書
館

条
例

第
19
条
第
2項

の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。
 

   

記
 

    指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
施
設
の
名
称
 

 
 

様
式

第
９
号

 
（
略

）
 

様
式

第
９
号

 
（
略

）
 

 
 

 
○

福
岡

市
教

育
委
員
会
公
印
規
則

 
○

福
岡

市
教

育
委
員
会
公
印
規
則

 

第
１

条
～
第

５
条
 
（

略
）
 

第
１

条
～
第

５
条
 
（

略
）
 

（
押

な
つ
手

続
）
 

（
押

印
 
手
続
）
 

第
６

条
 
公

印
を
押
な
つ
す
る
場
合
は
，
決
裁
を
経
た

起
案

文
書

及
び

押
な
つ

を
必
要

と
す

る
文
書

に
つ
い
て
，
管
守
者
又
は
取
扱
責
任

者
の
審
査

を
受

け
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

第
６

条
 
公

印
を
押
印
す
る
場
合
は
，
決
裁
を
経
た
起
案
文
書
及
び
押
印
を
必
要
と
す

る
文

書
に
つ

い
て
，
管
守
者
又
は
取
扱
責
任
者
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

２
 

総
務
課

長
が
管
守
す
る
公
印
（
総
務
課
長
印

を
除
く
。

）
を

使
用

す
る
場

合
は

，
２

 
総

務
課

長
が
管
守
す
る
公
印
（
総
務
課
長
印
を
除
く
。
）
を
使
用
す
る
場
合
は
，
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旧
 

新
 

電
子

的
方
法

に
よ
り
決
裁
を
経
た
も
の
に
あ
つ
て

は
，
公
印

使
用

簿
（

文
書

管
理
シ

ス
テ

ム
用

）
（
様
式
第
１
号
）
に
所
定
の
事
項

を
電

子
的
方

法
に

よ
り

記
録
し

，
電

子
的

方
法
以

外
の
方
法
に
よ
り
決
裁
を
経
た
も
の

に
あ
つ
て

は
，
公

印
使
用

簿
（
紙

決
裁

用
）
（

様
式
第
１
号
の
２
）
に
所
定
の
事
項

を
記
載
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

電
子

的
方
法

に
よ
り
決
裁
を
経
た
も
の
に
あ
つ
て
は
，
公
印
使
用
簿
（
様
式
第
１
号
）

に
所

定
の
事

項
を
電
子
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
，
電
子
的
方
法
以
外
の
方
法
に
よ
り

決
裁

を
経
た

も
の
に
あ
つ
て
は
，
公
印
使
用
簿
（
紙
決
裁
用
）
（
様
式
第
１
号
の
２
）

に
所

定
の
事

項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
印

影
印
刷

）
 

（
印

影
印
刷

）
 

第
７

条
 
教

育
委
員
会
，
教
育
長
，
学
校
長
及
び

学
校

に
係

る
公

印
を

使
用
す

べ
き
文

書
で

，
一

定
の
字
句
若
し
く
は
内
容
の
も
の
を
多

数
印
刷
す

る
も

の
又

は
教
育

長
が

必
要

と
認
め

た
も
の
に
つ
い
て
は
，
当
該
公
印
の

押
な
つ
に

代
え

て
別

表
第
１

に
規

定
す

る
福
岡

市
教
育
委
員
会
印
，
福
岡
市
教
育

委
員
会

教
育

長
印
，
福

岡
市

立
○
○

学
校

長
印
及

び
福
岡
市
立
○
○
学
校
印
の
印
影
又

は
こ
れ
を

伸
縮

し
た

印
影
を

印

刷
す

る
こ
と

が
で
き
る
。
 

第
７

条
 
教

育
委
員
会
，
教
育
長
，
学
校
長
及
び
学
校
に
係
る
公
印
を
使
用
す
べ
き
文

書
で

，
一

定
の
字
句
若
し
く
は
内
容
の
も
の
を
多
数
印
刷
す
る
も
の
又
は
教
育
長
が

必
要

と
認
め

た
も
の
に
つ
い
て
は
，
当
該
公
印
の
押
印

に
代
え
て
別
表
第
１
に
規
定

す
る

福
岡
市

教
育
委
員
会
印
，
福
岡
市
教
育
委
員
会
教
育
長
印
，
福
岡
市
立
○
○
学

校
長

印
及
び

福
岡
市
立
○
○
学
校
印
の
印
影
又
は
こ
れ
を
伸
縮
し
た
印
影
を
印
刷

す
る

こ
と
が

で
き
る
。
 

２
・

３
 
（

略
）
 

２
・

３
 
（

略
）
 

（
電

子
印
）
 

（
電

子
印
）
 

第
７

条
の
２

 
教
育
委
員
会
及
び
教
育
長
に
係
る

公
印
を
使

用
す

べ
き

文
書
で

，
教

育

長
が

必
要
と

認
め
た
も
の
に
つ
い
て
は
，
当
該
公

印
の

押
な
つ
に
代
え
て
，
電
子
計

算
機

に
記
録

し
た
別
表
第
１
に
規
定
す
る
福
岡
市

教
育
委
員

会
印

及
び

福
岡
市

教

育
委

員
会
教

育
長
印
の
印
影
又
は
こ
れ
を
伸
縮
し

た
印
影
を

打
ち

出
し

た
も
の
（

以

下
「

電
子
印

」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

 

第
７

条
の
２

 
教
育
委
員
会
及
び
教
育
長
に
係
る
公
印
を
使
用
す
べ
き
文
書
で
，
教
育

長
が

必
要
と

認
め
た
も
の
に
つ
い
て
は
，
当
該
公
印
の
押
印
に
代
え
て
，
電
子
計
算

機
に

記
録
し

た
別
表
第
１
に
規
定
す
る
福
岡
市
教
育
委
員
会
印
及
び
福
岡
市
教
育

委
員

会
教
育

長
印
の
印
影
又
は
こ
れ
を
伸
縮
し
た
印
影
を
打
ち
出
し
た
も
の
（
以
下

「
電

子
印
」

と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
・

３
 
（

略
）
 

２
・

３
 
（

略
）
 

第
８

条
～
第

1
3
条
 
（

略
）
 

第
８

条
～
第

1
3
条
 
（

略
）
 

別
表

第
１
 

別
表

第
１
 

一
般

公
印
名
 
ひ
な
形
 

書
体
 
大
き
さ
（
ミ

リ

メ
ー
ト
ル
）
 

用
途
 

管
守

者
 

（
略
）
 

一
般

公
印
名
 
ひ

な
形
 

書
体
 
大
き
さ
（
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
）
 

用
途
 

管
守
者
 

（
略
）
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旧
 

新
 

福
岡

市
教
育

セ

ン
タ

ー
所
長

印
 6 

て
ん
書

 
方

25
 

公
文

書
用

 
教

育
セ

ン
タ

ー
管

理
課

長
 

（
略
）
 

福
岡

市
美
術

館

長
印

 
9 

て
ん
書

 
方

25
 

公
文

書
用

 
経

済
観

光
文

化
局

美
術

館
運
営
部

事

業
管

理
課
長

 
福
岡

ア
ジ
ア

美

術
館

長
印

 
10

 
て
ん
書

 
方

25
 

公
文

書
用

 
経

済
観

光
文

化
局

ア
ジ

ア
美
術

館
運

営
部

運
営
課

長
 

福
岡

市
博
物

館

長
印

 
11

 
て
ん
書

 
方

25
 

公
文

書
用

 
経

済
観

光
文

化
局

博
物

館
事
業

管
理

部
運

営
課
長

 

（
略
）
 

 

福
岡

市
教
育

セ

ン
タ

ー
所
長

印
 6 

て
ん
書

 
方

25
 

公
文
書
用

 
教
育
セ
ン
タ
ー

人

材
育
成
課
長

 

（
略
）
 

福
岡

市
美
術

館

長
印

 
9 

て
ん
書

 
方

25
 

公
文
書
用

 
経
済
観
光
文
化
局

美
術
館
事
業
管
理

課
長

 
福

岡
ア

ジ
ア

美

術
館

長
印

 
10

 
て
ん
書

 
方

25
 

公
文
書
用

 
経
済
観
光
文
化
局

ア
ジ
ア
美
術
館
運

営
課
長

 
福

岡
市

博
物

館

長
印

 
11

 
て
ん
書

 
方

25
 

公
文
書
用

 
経
済
観
光
文
化
局

博
物
館
運
営
課
長

 
 

（
略
）
 

 

別
表

第
２
 

別
表

第
２
 

専
用

公
印
名
 

ひ
な

形
 

書
体
 

大
き

さ

（
ミ

リ
メ

ー
ト
ル
）
 

用
途
 

管
守

者
 

○
○

市
民

セ
ン

タ
ー

専
用

福
岡

市
教

育
委

員
会

教
育

長
印
 

1 か
い
書

 方
25

 
当
該

市
民
セ

ン
タ
ー

所

掌
事

務
用

 
当

該
市
民
セ

ン
タ

ー
館
長

 
      

専
用

公
印
名
 

ひ
な

形
 

書
体
 

大
き

さ

（
ミ

リ
メ

ー
ト
ル
）
 

用
途
 

管
守
者
 

○
○

市
民

セ
ン

タ
ー

専
用

福
岡

市
教

育
委

員
会

教
育

長
印
 

1 か
い
書

 方
25

 
当
該
市
民
セ
ン
タ
ー
所

掌
事
務
用

 
当
該

市
民
セ

ン
タ
ー
館
長

。
 

た
だ
し
，
南
市

民
セ
ン
タ
ー

は
市
民
局
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ

推
進
部
生
涯

学
習
課
長
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旧
 

新
 

（
略
）
 

福
岡

市
美
術

館

専
用

福
岡
市

教

育
委

員
会
教

育

長
印

 

3 か
い
書

 方
25

 
美
術

館
所
掌

事
務
用

 
経

済
観

光
文

化
局

美
術
館

運
営

部
事
業

管
理

課
長

 
福
岡

ア
ジ
ア

美

術
館

専
用
福

岡

市
教

育
委
員

会

教
育

長
印

 

4 か
い
書

 方
25

 
ア
ジ

ア
美
術

館
所
掌

事

務
用

 
経

済
観

光
文

化
局

ア
ジ
ア

美
術

館
運
営

部
運

営
課
長

 

（
略
）
 

福
岡

市
博
物

館

専
用

福
岡
市

教

育
委

員
会
教

育

長
印

 

6 か
い
書

 方
25

 
博
物

館
所
掌

事
務
用

 
経

済
観

光
文

化
局

博
物
館

事
業

管
理
部

運
営

課
長

 

（
略
）
 

人
事

事
務
専

用

福
岡

市
教
育

委

員
会

教
育
長

印
 

9 か
い
書

 方
25

 
総
務

部
労
務
・
給

与
課

及

び
職

員
課
所

掌
に
係

る

各
種

証
明
・
認

定
通

知
書

及
び

源
泉
徴

収
票
用

 

職
員

課
長

 

（
略
）
 

 

（
略
）
 

福
岡

市
美
術

館

専
用

福
岡
市

教

育
委

員
会
教

育

長
印

 

3 か
い
書

 方
25

 
美
術
館
所
掌
事
務
用

 
経
済
観
光
文

化
局
美
術
館

事
業
管
理
課

長
 

福
岡

ア
ジ
ア

美

術
館

専
用
福

岡

市
教

育
委
員

会

教
育

長
印

 

4 か
い
書

 方
25

 
ア
ジ
ア
美
術
館
所
掌
事

務
用

 
経
済
観
光
文

化
局
ア
ジ
ア

美
術
館
運
営

課
長

 

（
略
）
 

福
岡

市
博
物

館

専
用

福
岡
市

教

育
委

員
会
教

育

長
印

 

6 か
い
書

 方
25

 
博
物

館
所
掌
事
務
用

 
経
済
観
光
文

化
局
博
物
館

運
営
課
長

 

（
略
）
 

人
事

事
務
専

用

福
岡

市
教
育

委

員
会

教
育
長

印
 

9 か
い
書

 方
25

 
職
員
部
職
員
課
及
び
労

務
・
給
与
課

所
掌
に
係
る

各
種
証
明
・
認
定
通
知
書

及
び
源
泉
徴
収
票
用

 

職
員
課
長

 

（
略
）
 

 

別
表

第
３
 

（
略
）
 

別
表

第
３
 

（
略
）
 

別
表

第
４
 

（
略
）
 

別
表

第
４
 

（
略
）
 

様
式

第
１
号
 

様
式

第
１
号
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旧
 

新
 

 

様
式
第
１
号
 

公
印
使
用
簿
(文

書
管
理
シ
ス
テ
ム
用
) 

押
印
日
 
文
書
記
号
番
号
 

文
書
件
名
 

通
数
 
押
印
請
求

部
課
 
担
当
者
 
使
用
公
印
の
名
称
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

様
式

第
1号

 

公
印

使
用

簿
 

文
書

番
号
 

件
名
 

受
信

者
 

公
印

種
別
 

公
印

押
印

日
 

主
管

課
 

通
数
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

様
式

第
１
号

の
２
 

 様
式

第
１

号
の

２
 

公
印

使
用

簿
(紙

決
裁
用
) 

押
印

日
 

担
当

者
 

文
書
記
号

番
号
 
文
書
件
名
 
使

用
公

印

の
名

称
 
通

数
 
取

扱
者
印
 

課
名
 

氏
名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
式

第
１
号

の
２
 

 

様
式

第
１

号
の

２
 

公
印

使
用

簿
(
紙
決
裁
用
) 

押
印

日
 

担
当

者
 

文
書

記
号

番
号
 

文
書

件
名
 

使
用

公
印

の

名
称
 

通
数
 

課
名
 

氏
名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
式

第
２
号

～
様
式
第
４
号
 
（
略
）
 

様
式

第
２
号

～
様
式

第
４
号
 
（
略
）
 

 
 

 
○

福
岡

市
教

育
委
員
会
職
員
人
事
異
動
取
扱
規

則
 

○
福

岡
市

教
育

委
員
会
職
員

人
事
異
動
取
扱
規
則
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旧
 

新
 

第
１

条
・
第

２
条
 
（

略
）
 

第
１

条
・
第

２
条
 
（

略
）
 

第
３

条
 
前

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
規
程
を
準
用

す
る
場

合
に

お
い

て
は
，
規

程
第

２
条

中
「
市

長
の
事
務
部
局
」
と
あ
る
の
は
「
教

育
委
員
会

事
務

局
及

び
教
育

機
関

」

と
，
規

程
第

３
条
第
１
項
中
「
総
務
企
画
局
人

事
部
人

事
課

長
」
と

あ
る
の

は
「

教

育
委

員
会
総

務
部
職
員
課
長
（
教
職
員
の
場
合

は
，
所

管
の

課
長

）
」
と

，
規

程
第

６
条

中
「

総
務
企
画
局
長
」
と
あ
る
の
は
「
教

育
長
」
と
，
規

程
別

記
様
式

中
「

福

岡
市

」
と

あ
る

の
は
「
福
岡
市
教
育
委
員
会
」
と
そ

れ
ぞ
れ

読
み

替
え

る
も
の

と
す

る
。
 

２
 

前
項
の

場
合
に
お
い
て
，
教
職
員
に
つ
い
て
は

，
規
程

第
３

条
第

１
項
中
「

総
務

企
画

局
人
事

部
福
利
厚
生
課
長
」
と
あ
る
の
は
，
「

教
育
委

員
会

総
務
部

職
員

課
長

」

と
読

み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

 

第
３

条
 
前

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
規
程
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
，
規
程
第

２
条

中
「
市

長
の
事
務
部
局
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
教
育
機
関
」

と
，
規

程
第

３
条
第
１
項
中
「
総
務
企
画
局
人
事
部
人
事
課
長
」
と
あ
る
の
は
「
教

育
委

員
会
職

員
部
職
員
課
長
（
教
職
員
の
場
合
は
，
所
管
の
課
長
）
」
と
，
規
程
第

６
条

中
「

総
務
企
画
局
長
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
長
」
と
，
規
程
別
記
様
式
中
「
福

岡
市

」
と

あ
る

の
は
「
福
岡
市
教
育
委
員
会
」
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。
 

２
 
前

項
の

場
合
に
お
い
て
，
教
職
員
に
つ
い
て
は
，
規
程
第
３
条
第
１
項
中
「
総
務

企
画

局
人
事

部
福
利
厚
生
課
長
」
と
あ
る
の
は
，
「
教
育
委
員
会
職
員

部
職
員
課
長
」

と
読

み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

 

別
記

様
式
 

（
略
）
 

別
記

様
式
 

（
略
）
 

 
 

 
○

福
岡

市
立

学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る

規
則

 
○

福
岡

市
立

学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則

 

第
１

条
～
第

５
条
 
（

略
）
 

第
１

条
～
第

５
条
 
（

略
）
 

（
業

績
評
価

等
の
対
象
者
及
び
評
価
者
）
 

（
業

績
評
価

等
の
対

象
者
及
び
評
価
者
）
 

第
６

条
 
業

績
評
価
及
び
能
力
評
価
の
対
象
者
及
び

評
価
者

は
，

次
の

と
お
り

と
す

る
。
 

対
象
者

 
評

価
者

 

校
長

 
教

育
長

 

高
等

学
校
に

勤
務
す
る
副
校
長
及
び
教
頭

 
教

育
次

長
 

２
 

勤
務
成

績
評
価
の
対
象
者
及
び
評
価
者
は
，

次
の
と
お

り
と

す
る

。
 

対
象
者

 
評

価
者

 

副
校

長
及
び

教
頭

 
総

務
部

長
 

第
６

条
 
業

績
評
価
及
び
能
力
評
価
の
対
象
者
及
び
評
価
者
は
，
次
の
と
お
り
と
す

る
。
 

対
象
者

 
評
価
者

 

校
長

 
教
育
長

 

高
等

学
校
に

勤
務
す
る
副
校
長
及
び
教
頭

 
教
育
次
長

 

２
 
勤

務
成

績
評
価
の
対
象
者
及
び
評
価
者
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

対
象
者

 
評
価
者

 

副
校

長
及
び

教
頭

 
職
員

部
長
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旧
 

新
 

主
幹

教
諭
，

指
導
教
諭
，
教
諭
，
養
護
教
諭
，
栄

養

教
諭

，
助
教

諭
，
養
護
助
教
諭
，
講
師
，
学
校
栄

養

職
員

及
び
実

習
助
手

 

所
属

す
る
学

校
の
校

長
 

３
 

（
略
）
 

主
幹

教
諭
，

指
導
教
諭
，
教
諭
，
養
護
教
諭
，
栄
養

教
諭

，
助
教

諭
，
養
護
助
教
諭
，
講
師
，
学
校
栄
養

職
員

及
び
実

習
助
手

 

所
属
す
る
学
校
の
校

長
 

３
 
（
略
）
 

第
７

条
～
第

1
2
条
 
（

略
）
 

第
７

条
～
第

1
2
条
 
（

略
）
 

 
 

 
○

定
数

外
職

員
の
身
分
取
扱
に
関
す
る
規
則

 
○

定
数

外
職

員
の
身
分
取
扱
に
関
す
る
規
則

 

第
１

条
・
第

２
条
 
（

略
）
 

（
読

替
規
定

）
 

第
３

条
 
前

条
の
規
定
に
よ
り
市
規
則
を
準
用
す
る

場
合
に

お
い

て
は

，
次
の

表
の
左

欄
に

掲
げ
る

規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

は
，
そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
右
欄

に
掲

げ
る

字
句
に

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

第
１

条
 

（
略

）
 

（
略

）
 

第
３

条
 

（
略

）
 

（
略

）
 

第
５

条
 

（
略

）
 

（
略

）
 

総
務

企
画
局
人
事
部
労
務
課
長

 
総

務
部
労
務

・
給
与

課
長
 

第
1
5
条
 

（
略

）
 

（
略

）
 

第
1
7
条
 

（
略

）
 

（
略

）
 

別
記

様
式
 （

略
）
 

（
略

）
 

 

第
１

条
・
第

２
条
 
（

略
）
 

（
読

替
規
定

）
 

第
３

条
 
前

条
の
規
定
に
よ
り
市
規
則
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
，
次
の
表
の
左

欄
に

掲
げ
る

規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
，
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲

げ
る

字
句
に

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

第
１

条
 

（
略

）
 

（
略
）
 

第
３

条
 

（
略

）
 

（
略
）
 

第
５

条
 

（
略

）
 

（
略
）
 

総
務

企
画
局
人
事
部
労
務
課
長

 
職
員
部

労
務
・
給
与
課
長
 

第
1
5
条
 

（
略

）
 

（
略
）
 

第
1
7
条
 

（
略

）
 

（
略
）
 

別
記

様
式
 （

略
）
 

（
略
）
 

 

 
 

 
○

福
岡

市
教

科
用
図
書
調
査
研
究
委
員
会
規
則

 
 
○

福
岡

市
教

科
用
図
書
調
査
研
究
委
員
会
規
則

 

第
１

条
～
第

７
条
 
（

略
）
 

第
１

条
～
第

７
条
 
（

略
）
 

（
庶

務
）
 

（
庶

務
）
 

第
８

条
 
委

員
会
の
庶
務
は
，
教
育
委
員
会
事
務

局
指
導
部

学
校

指
導

課
に
お
い
て
行

う
。
 

第
８

条
 
委

員
会
の
庶
務
は
，
教
育
委
員
会
事
務
局
指
導
部
に
お
い
て
行
う
。
 

第
９

条
 
（

略
）
 

第
９

条
 
（

略
）
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旧
 

新
 

○
福

岡
市

立
学
校
通
学
区
域
審
議
会
の
組
織
等

に
関

す
る

規
則

○
福

岡
市

立
学

校
通
学
区
域
審
議
会
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則

第
１

条
～
第

６
条
 
（

略
）
 

第
１

条
～
第

６
条
 
（

略
）
 

（
庶

務
）
 

（
庶

務
）
 

第
７

条
 
審

議
会
の
庶
務
は
，
教
育
委
員
会
事
務

局
総
務
部

通
学

区
域

課
に
お

い
て
処

理
す

る
。
 

第
７

条
 
審

議
会
の
庶
務
は
，
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
環

境
部

通
学
区
域
課
に
お
い

て
処

理
す
る

。
 

第
８

条
 
（

略
）
 

第
８

条
 
（

略
）
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